
2-1-1. 調査の位置づけ

付録1で詳述したとおり、第一段階の調査として行

われた理化学的な分析によって、《少女と白鳥》の絵

画層から20世紀後半以降に普及した顔料が検出さ

れ、カンペンドンクの作品への帰属を否定する根拠

となり得る。しかし、これらの“時代錯誤”な顔料の

検出は、作品上の目立たない部分から採取された微

小な絵具片という「点」の分析に基づくものであっ

た。これらの“時代錯誤”な顔料が補彩等に伴う後

世の加筆ではなく、制作当初に使用された絵具の成

分であったと判断するためには、作品の中央付近を

含めた広範囲の描画に対して改めて理化学的な分

析調査を実施し、作品全体についてその存在を検証

する必要がある。

そこで第二段階の調査として、2025年7月に阿部、

村串、齋藤、高橋が可搬型の分析装置を当館に持ち

込み、田口および塚本の立会のもと、《少女と白鳥》

を対象とした非破壊かつオンサイトでの光学分析調

査を実施した。調査の目的は“時代錯誤”な顔料の

探索に限ったものではなく、《少女と白鳥》に使用さ

れた各種色料を科学的に推定することであり、蛍光

X線分析、デジタル顕微鏡観察、顕微ラマン分光分

析、マルチスペクトル撮影、そしてハイパースペクトル

撮影という5種類の光学的な分析手法を複合的に

利用した。さらにこの調査では、《少女と白鳥》以外

にも当館に所蔵された20世紀初頭の油彩画作品の

分析も実施しており、当時の画家らが利用した材質

および技法の科学的な検証も目的としている。本稿

では、《少女と白鳥》について行われた蛍光X 線分

析、デジタル顕微鏡撮影、および顕微ラマン分光分

析の結果の一部を報告する。なお、詳細については

別途発表の場を設ける予定である。

2-1-2. 実験方法

可搬型装置を用いた光学分析調査は、2025年7

月23日から26日にかけて、当館の講義室にて実施し

た。《少女と白鳥》をイーゼルまたは机上に安定させ

た状態で、非破壊かつ非接触にて以下の分析を適

用した。また、館内での調査と前後して、市販の画材

や実験試薬を用いて様々な種類の絵画サンプルを

制作し、分析時の安全性の検証を目的とした予備実

験や、データ解釈のための追加実験を実施した。な

お、本研究で使用した可搬型分析装置は東京電機

大学（阿部）および明治大学（村串）の所管である。

蛍光X線分析には、アワーズテック（株）製の可搬

型装置100FAの改造機を使用した。この装置は、阿

部および村串が文化財応用を志向して同社と共同

開発中のものである。本装置は、可搬型としては高出

力 な 最 大 出 力 5 0  W の 小 型 X 線 管 球（ V a r e x 

Imaging製VF-50J、ターゲット材は金属パラジウム

Pd）を備える。ヘッドには励起X線用のモノクロメー

タ（パラジウムPdのKα線に単色化可能、エネルギー

は21.1 keV）および金属モリブデンMo（K吸収端エ

ネルギー：20.0 keV）箔の一次X線フィルターが内蔵

されている。本研究で用いた改造機では、グラフェン

薄膜製の入射窓を備えた新型のシリコンドリフト検

出器（KETEK製VITUS H30 CH）を導入してお

り、これは有感面積約30 mm²の大面積のモジュー

ルを搭載しているため、軽元素を含む分析能力が大

幅に向上している。測定ヘッドはCMOSカメラおよび

白色LEDを内蔵し、測定点の観察が可能である。測

定面積（X線照射範囲）は直径約2 mmである。本装

置は最大管電圧40 kVの白色X線による励起に加え

て、励起X線の単色化や一次X線フィルターの挿入

を選択でき、目的元素に応じて励起モードを切り替

えることで、実験室系装置にも匹敵する高感度な分

析が実現される。分析にあたっては、測定ヘッドを横

向きで電動XYステージ上に固定した。このステージ

は、阿部・村串がアズワン（株）および（有）コスモテ

ックと共同開発中の試作品であり、縦横の可動範囲

は各30 cmである。作品上の計19点を測定点に設定

し、装置先端と作品の間には約5 mmの間隔を確保

して、目視確認しながら作品の安全に十分配慮して

位置調整を行った。各測定点に対し、白色X線励起、

単色X線励起、一次X線フィルター励起の各モード

で積算時間100秒（有効計測時間）の測定を行っ

た。それぞれ測定モードにおけるX線出力（管電圧

／最大管電流）は、白色X線励起モードでは40 kV／

0.10 m A、単色X 線励起モードでは40 kV／1.00 

m A、一次 X 線フィルター励起モードでは40 kV／

1.00 mAとした。なお、管電流は検出器の不感時間

（dead time）の割合が30 %未満になるよう自動調

整される。同装置はこれまでに国内外で絵画を含む

多くの文化財の研究に応用された実績がある（18）。装

置の詳細は先行研究を参照されたい。

このたびの調査では、蛍光X線分析による微量な

銅 C uの 検 出が 課 題となる 。本 研 究で 使 用した

100FAは励起X線の単色化機構を搭載しており、ご

く微量な重元素を高感度で検出することが可能で

ある。ガラス製の認証標準物質を用いた検証によれ

ば、同型の装置による銅Cuの検出下限は単色X線

励起（管電圧：40 kV／最大管電流：1.00 mA）かつ

積算時間を200秒（有効計測時間）とした場合に7.6 

ppmである。本研究の測定条件では積算時間を100

秒としているものの、大面積の検出器を使用するこ

とで感度が大幅に向上しているため、同程度の銅Cu

を十分に検出可能であると期待される。

デジタル顕微鏡撮影は、（株）ハイロックス製のデ

ジタルマイクロスコープVCR-800に低倍率ズームレ

ンズ（VCR-209）を装着し、前述の電動XYステージ

に固定した状態で実施した。レンズの先端に取り付

けられたリング状の白色LED照明は90度ごとに4分

割されており、その点灯パターンにより、撮影時の反

射光や陰影の様子を切り替えて撮影することができ

る。蛍光X線分析と同一の19点において、20倍およ

び90倍の倍率で写真を撮影した。

顕微ラマン分光分析は、B&W Tek製の可搬型装

置iRaman（レーザー波長は785 nm）に、専用のビ

デオ顕微鏡システム（BAC151C）を接続した状態で

行った。iRamanはレーザー光源として安定性に優

れたCleanLazeTM（最大出力：300 mW）を搭載す

る。検出器は2048素子の電子冷却CCDであり、ス

ペクトル分解能は約3 cm-1 である。BAC151Cは、

iRamanの測定プローブと対物レンズを接続する顕

微ヘッド部分と、メカニカルステージや焦点ハンドル

を含む筐体部分から構成され、顕微ヘッド部分を筐

体から外した状態でも使用できる。対物レンズ（40

倍）を使用することで、照射径約50 µmという微小

領域の分析を可能にしている。《少女と白鳥》の測定

では、iRamanを接続したBAC151Cの顕微ヘッドを

自作の3軸微調整ステージに設置し、19点において

分析を実施した。このステージは、シグマ光機（株）

製の手動ステージと精密ラボジャッキを組み合わせ

た自作品である。レーザー出力は、絵画サンプルを用

いた予備実験の結果に基づき、熱負荷による損傷が

生じない30 mW（最大出力の10 %）以下に設定し

た。積算時間は100秒または300秒（実時間）とし

た。ラマン分光分析の参照物質として、市販品の顔

料および実験試薬を同じ条件で分析した。本稿内

でデータを提示する参照物質は以下のとおり。（株）

クサカベ製の顔料3種（フタロシアニンブルー：No. 

035、フタロシアニングリーン：No.083、およびウルト

ラマリン：No.021）、関東化学（株）製実験試薬1種

（アナターゼ型二酸化チタン：鹿1級）。

2-1-3. 結果と考察

本稿では、《少女と白鳥》上の4点（点A～D：図1参

照）で得られた分析結果を報告する。各測定点で撮

影された顕微鏡写真を図2にまとめた。点Aは、作品

左側側面の地塗りの露出部分である。この点の顕微

鏡写真（図2(a)および(b)）からは、わずかにクリーム

色がかった白色の地塗り層を視認できる。透過力の

高いX線を用いた分析では、絵画層の情報に加えて

下層からの信号も少なからず検出される。従って、蛍

光X線分析によって絵画層の元素情報を調べる際

には、地塗り層などの下層の分析は不可欠である。点

Bは、作品中央に描かれた白鳥の頭部である。この点

の顕微鏡写真（図2(c)および(d)）を見ると、マットな

質感の白色絵具が厚く塗り重ねられている様子を確

認できる。点Cは、白鳥の後方に寒色系の絵具で描

かれた木の一部である。点Cの顕微鏡写真（図2(e)

および(f)）からは、色調の異なるいくつかの青色系

の絵具を塗り重ねていることを確認した。点Dは、白

鳥の奥に描かれた緑色の草部分である。この点の顕

微鏡写真（図2(g)および(h)）より、緑色に濃淡は認

められるものの、明らかな色の斑はなく、青色と黄色

を混ぜて作られた色ではないと推定された。

これらの4点で得られた蛍光X線スペクトルを比

較する形で図3に示した。本研究では各測定点で3

種類の励起モードによる分析を実施しているが、こ

こでは軽元素の検出に適した白色X線励起モード

のスペクトルを図3(a)に、微量重元素の検出に優れ

た単色X線励起モードのスペクトルを図3(b)に示し

た。スペクトル上には様々な元素が検出されている

が、ここでは特徴的な元素にのみ着目する。点A（地

塗り部分）のスペクトル上には鉛PbのM線（Mα線：

2.3 keV）およびL線（Lα線：10.5 keV、Lβ線：12.6 

keVほか）が明瞭に検出され、シルバーホワイト（主

成分は塩基性炭酸鉛2PbCO3・Pb(OH)2）を含む白

色絵具による地塗りが施されているものと考えられ

る。一方、点B（白色部分）では鉛Pbの他にバリウム

BaのL線（Lα線：4.5 keV、Lβ1線：4.8keV、Lβ2線：

5. 2 keVほか）および 亜鉛ZnのK 線（Kα線：8.6 

keV、Kβ線：9.6 keV）が検出され、硫酸バリウム

BaSO4と硫化亜鉛ZnSを共沈させて得られる白色

顔料のリトポンか、硫酸バリウムBaSO 4と亜鉛 華

ZnOの混合物から成る白色絵具の利用が推定され

た。なお、“時代錯誤”の顔料の一つであるチタニウ

ムホワイトの主成分はチタンTiであるが、チタンTi

のKα線（4.5 keV）はバリウムBaのLα線とエネルギ

ー的に重複し、スペクトル上で区別することは難し

い。点C（青色部分）および点D（緑色部分）では、単

色X線励起モードで得られたスペクトル（図3(b)）上

で銅CuのKα線（8.0 keV）が微弱ながら検出され

た。第一段階の調査時に実施された非破壊・非接触

の蛍光X線分析（付録1を参照）では銅Cuに帰属で

きるピークは検出されていないが、本研究で用いた

装置は先述のように励起X線の単色化によって重元

素を高感度で検出できるという特長がある。銅Cuは

地塗り（点A）でもごくわずかに検出されているが、

絵画層の白色絵具（点B）には含まれない。従って、

この分析結果は青色絵具（点C）および緑色絵具（点

D）に銅Cuの化合物が含まれることを意味すると同

時に、それが主成分ではなく、ごくわずかな成分で

あることを示している。さらに、白色X線励起モード

で得られたスペクトル（図3(a)）を見てみると、点D

（緑色部分）では塩素ClのK線（Kα：2.6 keV）に帰

属されるピークが検出されており、塩素Clを含む何

らかの化合物の存在が示された。

蛍光Ｘ線分析によって示された青色絵具および

緑色絵具の組成的特徴は、“時代錯誤”な顔料であ

るフタロシアニンブルー（C32H16N8Cu）およびフタロ

シアニングリーン（C32H0-2N8Cl14-16Cu）の組成とも

対応している。ただし、言うまでもなく銅Cuや塩素

Clを含む化合物は無数に存在し、これらの“時代錯

誤”な顔料の存在を示すためには、より具体的に物

質の相を同定可能な分析手法が不可欠である。そこ

で、点C（青色部分）および点D（緑色部分）において

顕微ラマン分光分析を実施し、フタロシアニン化合

物を含む参照物質とスペクトルを比較した。まず、点

C（青色部分）で得られたラマンスペクトルを図4に

示した。スペクトル上に検出されたシャープな散乱ピ

ークのほとんどが、参照物質として測定したフタロシ

アニンブルーのものと一致した。なお、点Cのスペク

トル上に検出された約140 cm-1 と約540 cm-1 の散

乱ピークはフタロシアニンブルーのデータには見ら

れないが、これらはそれぞれアナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに帰属されるもの

と推定される。同様に、点D（緑色部分）のラマンス

ペクトルを図5に示した。こちらも、フタロシアニング

リーンに帰属できる多数の明瞭な散乱ピークが検出

された。また、点Cと同様に、アナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに由来すると考え

られる散乱ピークも検出されている。

ここで問題となるのは、蛍光X線分析によって検

出された元素としての銅Cuがごく少量であったにも

かかわらず、顕微ラマン分光分析によって銅Cuを主

成分とするフタロシアニン系顔料の信号が明瞭に検

出されたという点である。一見すると分析結果に齟齬

が生じているように思えるが、この差は特定の物質

に対する分析手法ごとの感度の違い、あるいは分析

面積の違い（蛍光Ｘ線分析：約2 mm、顕微ラマン分

光分析：約50 µm）に起因するものと推定される。今

後、フタロシアニン化合物を含む各種顔料を用いた

検証により、分析法による検出能および感度の違い

を定量的に評価したい。

2-1-4. 小結

非破壊かつオンサイトの手法で行われた光学分

析調査により、《少女と白鳥》を1910年代のカンペン

ドンクによる作品に帰属すべきではないとする判断

の根拠となった“時代錯誤”な顔料が、作品の広範囲

に分布していることが実証された。作品の一部から

採取された絵具片の分析によって「点」の形で示さ

れていた可能性が、この調査を通じて「面」の形の理

解へと昇華されたと言えるだろう。前述のように、こ

の調査は《少女と白鳥》に用いられた材質や技法を

広く検証することを目的に行われており、本稿で示し

た“時代錯誤”な顔料以外にも様々な色料の推定に

成功している。その詳細については、改めて報告の

機会を設けたい。 

報告：シンポジウム「美術館と贋作問題」
（安田篤生、山梨俊夫、田口かおり、照井勝）
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高知県立美術館では『特別展示・調査報告　再

考《少女と白鳥》　贋作を持つ美術館で贋作につい

て考える』の会期最終日に下記のシンポジウムを開

催した。ここでは登壇者の発表要旨（安田・田口・山

梨）を掲載するとともに、時間の制約で内容の割愛

が多かった発表（照井）を補填する寄稿を掲載する。

シンポジウム「美術館と贋作問題」

日時： 2025年10月19日（日）13:00～16:15

会場： 高知県立美術館 展示室D

主催： 高知県立美術館

共催： 京都大学大学院人間・環境学研究科附属

学術越境センター

登壇者： 安田篤生（高知県立美術館館長）

 田口かおり（修復家・京都大学准教授）

 山梨俊夫（元・国立国際美術館館長、一般

社団法人全国美術館会議事務局長）

 照井勝（弁護士、弁護士知財ネット理事）

発表要旨1：

経緯の報告と本日の主旨について

安田篤生

まずは当事者である高知県立美術館の代表とし

て、この件の経緯を簡単にご説明したい。

1993年に開館した高知県立美術館では作品収集

方針の一つに「表現主義及び新表現主義（ニュー・

ペインティング）の作品」を掲げている。そのうち「ド

イツ表現主義」に関してはヴァシリー・カンディンス

キー、パウル・クレー、マックス・ペヒシュタインらの

作品を収集してきたが、この方針に沿って1996年、

ハインリヒ・カンペンドンク（1889-1957）による1919

年の作品として《少女と白鳥》を購入した。当時集め

られる資料や情報ではカンペンドンクの作品と信じ

うるものだったのために購入に踏み切ったのだが、

2024年6月になって、ドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（1951-）がカンペンドンクと偽って

描いたものではないかという情報が寄せらた（ベル

トラッキは2010年にドイツで逮捕され5年間服役し、

現在は社会復帰している）。

当館ではただちにこのことを公表するとともに、あ

らためて真贋についての詳細な調査を行った。ベル

リン警察から提供されたベルトラッキの贋作制作に

関する詳細な情報に加え、田口かおり氏（修復家・京

都大学准教授）をはじめとする専門家・機関による科

学調査を経て、《少女と白鳥》が贋作であるとの結論

に至り、2025年3月にその旨を発表した次第である。

このたび開催した「再考《少女と白鳥》　贋作を持

つ美術館で贋作について考える」展は、そのような経

緯と調査の内容をみなさまにご覧いただけるように

するとともに、今昔および東西を問わず《贋作》が生

み出され続け、われわれ美術専門家も欺かれるとい

う歴史と事実をあらためて考え直したいという思い

から実施したものである。

本日のシンポジウムではまず、一般社団法人全国

美術館会議事務局長であり、国立国際美術館や神

奈川県立近代美術館の館長を歴任された山梨俊夫

氏に、美術史家の観点から贋作／偽物と真作／本物

についてお話いただく。続いて、本展監修もお願い

した田口かおり氏には《少女と白鳥》の科学分析結

果を中心にご報告いただく。最後に弁護士で弁護士

知財ネット理事の照井勝氏から、法の専門家の視点

でこの問題を語っていただく予定である。

展覧会と合わせてこのシンポジウムが、欺かれて

しまった自分たちへの戒めだけにとどまらず、芸術に

おける「贋作／偽物と真作／本物」をめぐる議論の

場になればと思う。

発表要旨2：

贋作をめぐって

山梨俊夫

真作は、作者その人が描いたもので、出来栄えは

別の問題となる。それに対して贋作は、一通りには括

れない。他人の作を意図的に真似る、画家育成の修

練として模写をする、作者を同定する鑑定に誤りが

生じる、複製技術の進展で真贋の見分けが難しい、

などの理由で真作ではない作品が生まれる。さらに

美術の基盤を歴史的に見れば、高名な作家（親方）

が率いる工房の分業体制で製作されながら親方の

名で作品が世に出る、真作と模倣のあいだに価値の

違いがほとんどない時代の作、といった真贋の境界

を曖昧にするさまざまな条件が見出される。しかし、

種々の状況で生まれた紛い物の作品が贋作として

扱われ、社会的な問題になるには、別の背景が大き

く作用している。この背景を大きく捉えてみれば、ふ

たつの要因に行き当たる。

ひとつは、19世紀西欧で育ってきた資本主義体制

のなかで、美術を対象にする市場経済が生まれたこ

と。市場では絵画や彫刻が作者の手から離れて独

立し市場の論理に委ねられて、商品として流通する

ようになったこと。

もうひとつは、近代社会の中で、芸術作品を創造

する作者のオリジナリティ=創造性、独異性が尊重

され重要な価値をもったこと。オリジナリティの価値

は現代でも強く信じられている。このことは芸術の

近代性と深く関わる。近代社会が形成されて、個人

が重視されるようになると、芸術のうえでも作者の個

性、その人でなければできないこと、その人らしさが

何よりも大事になる。他人の真似は退けられ、否定さ

れる。このオリジナリティの称揚が悪用されて贋作を

生む素地がつくり出される。そしてひとたび贋作が

市場に出れば、オリジナリティへの裏切りとして、同

時に詐欺的行為とし糾弾される。

このふたつの要件を背景にして、贋作は市場の論

理に乗って金銭に換えられ、社会問題となる。贋作

者、研究者の功名心、悪意ある画商の操作など、さ

らにいくつかの要素が絡むけれど、端的にいえば、

贋作は市場がつくるのである。

シンポジウムでは、こうした贋作の背景をなすふた

つの要件を中心に、国内外の過去の実例、筆者が遭

遇した事象を絡め、映像を交えた発表をした。

発表要旨3：

《少女と白鳥》を視る

田口かおり

本発表では、《少女と白鳥》の調査を実施した当事

者の立場から、真贋判定がどのような手順と判断の

積み重ねによって形づくられたのかを報告した。贋

作の検証は、様式的な「らしさ／らしくなさ」だけで

決着するものではない。画面上のモチーフの転用や

筆致、輪郭線や指先といった細部の不一致は重要

な手がかりとなるが、それらは過去の修復や古色づ

け、素材の経年変化、さらには鑑定者自身の先入観

によって揺らぎうる。形式分析の限界を踏まえつつ、

裏面に残された証拠物の検証、来歴の追跡、市場や

法的記録の照合、そして顔料分析をはじめとする科

学調査を重ね合わせることで、はじめて複数の証拠

が連関し、最終的な判断へと収斂していく。

《少女と白鳥》では、年代詐称の痕跡、来歴を偽装

するラベルやスタンプ、そして絵具に含まれる時代

錯誤的な成分という三点を主要な検証対象として調

査を実施した。古色づけなどの明確な年代偽装跡は

確 認されなかった一方 、裏 面には「 S a m m l u n g 

Flechtheim」と記された偽造ラベルや来歴を詐称

するスタンプが残されていた。さらに科学分析によ

り、チタニウムホワイトやフタロシアニン系顔料など、

1910年代の画家用材料として一般的ではない成分

が検出され、国外の先行事例とも整合する結果が得

られた。こうした複数の検証結果が相互に補強し合

うことで、本作をめぐる判断は物質的根拠に裏打ち

されたものとなった。

このようにして得られた結論を、展覧会というかた

ちでどのように提示するかが、「再考 《少女と白鳥》」

展におけるもう一つの重要な課題であった。展覧会

の焦点は、真贋をめぐる結論を示すことのみにはと

どまらず、そこに至る検証の過程と、作品上に残され

たさまざまな情報を来場者と共有し、再考の場を開

くことに置かれていた。制作、流通、保存修復の履歴

は、真贋を問わず、物質に刻まれる。そうした痕跡を

読み解くことは、作品そのものだけでなく、それを見

分け、扱い、位置づけてきた鑑定や保存、収蔵、展示

のあり方に目を向けることにもつながっていく。その

観点から本展では、物質性そのものに目を向ける比

較の場を設けた。実際に1910年頃に描かれた複数の

絵画作品と見比べながら、絵具層や支持体の構造や

組成に目を向けることは、私たちを「芸術作品とは何

か」という根源的な問いへと導く。贋作を収蔵した美

術館が、贋作について考えその検証過程を公開する

ことは、鑑賞者を含む私たち自身をこうした検証と比

較の過程に立ち会わせ、作品をめぐる物語を現在進

行形のものとして開いていく試みともいえるだろう。

寄稿：

「贋作」に関する法律問題

―主として著作権法の問題に関して

照井 勝（青山綜合法律事務所 弁護士）

１． はじめに

筆者は、2025年10月19日、高知県立美術館で開

催されたシンポジウム「美術館と贋作問題」（共催：

京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境

センター）に登壇する機会を得た。本稿は、当日筆者

が報告した際に、時間の制約上、詳細に説明するこ

とができなかった内容を補充するものである。

意外に感じられる方もいるかもしれないが、「盗

作」や「剽窃」と同様に、「贋作」という言葉は法律用

語ではない。そのため、日本の法令ではどこにも定義

もされていない。本稿では、「贋作」が主として著作

権法において、どのように評価されるのか、更には、

高知県立美術館が「贋作」である《少女と白鳥》を公

開し、今回のシンポジウムを開催した意義について

述べることとする。

２． 著作権法上の問題

法的に問題とされる「贋作」には、大きく分けて二

つのパターンがある。一つは、オリジナルの作品を基

にして 、それを可能な限り完 全に近い形で複 製

（デッドコピー）し、それを当該オリジナル作品その

ものとして販売等するパターンである。もう一つは、

オリジナルの作品自体は存在・現存しない又は行方

不明であることを奇貨として、当該作品の作家の作

風等を模倣しながら新たな作品を創作し、それを当

該作家の作品として販売等するパターンである。高

知県立美術館が1996年に購入した絵画《少女と白

鳥》は、後者に該当する。

（1） オリジナルの作品が存在する場合

この場合の著作権法上の取扱いは、比較的単純

である。著作権法に基づき、著作者は、創作と同時

に著作権と著作者人格権を有することになる（著作

権法17条）(1)。美術業界の慣習により、作品そのもの

の所有権が転売等されたとしても、一度発生した著

作権は著作者である作家に帰属したままとなるのが

通常である。そのため、作品を複製（コピー）する「贋

作」は、通常、著作者が保有する複製権（著作権法

21条）(2)を侵害することになる。後にも述べるように、

著作権法という法律は、著作者の許諾を得ずに著作

物を利用することを原則として禁止する法律である。

いわずもがなではあるが、著作者が自らのオリジナ

ル作品を複製する贋作の制作を許諾することはあり

得ないだろう。ゆえに著作者は、「贋作」の作者に対

し、複製権侵害を理由として「贋作」の廃棄等の処

分を求める差止請求権、更には「贋作」の販売等によ

り生じた利益を損害賠償請求として求める権利を有

することになる。

なお、著作権侵害の責任を問いうるのは、著作権

が“生きている”ことが前提である。何故なら、著作権

は永遠に保護されるものではなく、保護期間という

一定の期間に限って保護されるためである。これは日

本だけでなく、期間の幅に差があるものの世界中の

著作権法が採用しているルールといって過言ではな

い。この点、日本の著作権法は暦年主義という考え方

を採用しており、創作の時から著作権法に基づく保

護が開始し、原則として著作者の死後、正確には亡く

なった年の翌年の1月1日から起算して、70年の間は

保護されることとなっている（著作権法51条）(3)。「贋

作」の基となったオリジナル作品が歴史的名画の場

合、著作者が既に物故している場合が少なくない。

では、その著作者の遺族は、「贋作」の作者に対し

て、著作権法に基づき一切の責任追及が不可能に

なるのであろうか。実は、一定の場合には保護が与え

られている。著作者の死後においても、著作者が存

しているとしたならばその著作者人格権の侵害とな

るべき行為がなされた場合、遺族は、差止請求、損害

賠償請求等をすることができる（著作権法116条及

び同60条）(4)。著作者は創作と同時に氏名表示権

（著作権法19条）などの著作者人格権を有する（著

作権法17条2項）が、当該人格権は一身専属的なも

のである。より端的に言えば、著作者固有の権利で

あり、その死去と共に消滅するというのが日本の著

作権法の原則である（著作権法59条）(5)。遺族に与

えられた上記権利は、当該原則の例外を成す救済

手段である。

ところで、「贋作」自体に著作権は生じないだろう

か。最終的な判断は事案毎に異なるものではあるも

のの、著作権が発生する場合は稀であろう。何故な

ら、「贋作」の作者は、販売等により何らかの利益の

取得を企図するのが通常であり、そのためには可能

な限りオリジナルの作品に似せてコピーする必要が

ある。つまり、オリジナルに似せれば似せるほど、必

然的に「贋作」そのものは創作性を有していないとい

う結論に近づくことになる。なお、如何なる場合に創

作性を有するのか、それによって著作権が生じるの

かという問題は、それ自体が深淵かつ難渋を極める

テーマであることもあり、本稿では直接取り扱わな

いこととする(6)。

（2） オリジナルが存在しない場合

より複雑な法律上の問題を提起するのは、オリジ

ナルが存在しない場合である。「贋作」がオリジナル

のコピーではない以上、オリジナルの著作者が上記

の複製権を主張することはできない。また、美術関

係の方々にとっては悩ましい結論であると想像する

が、作風や画風は著作権法によって保護される対象

とはされていない。そのため作風や画風が類似して

いたとしても、そのことをもって著作権侵害の責任を

問うことはできない。この結論は古くから裁判例に

よって認められており、学説においても広く支持され

てきたが、近時、文化庁により公表された見解におい

ても認められている(7)。倫理上の問題はさておき、著

作権法上は「贋作」自体がオリジナルの著作物とい

うことになる。

では、このような場合において、著作権法上は何ら

の手当てもなされていないのであろうか。作品に著作

者名が詐称されて使用された場合、刑事罰が科され

ると規定されている（著作権法121条）(8)が、これは

あくまでも刑事罰である。すなわち、国家により罰金

等が科されるに留まり、「贋作」の被害者である作家

自身には差止請求権や損害賠償請求権などの著作

権法上の救済手段は与えられていないのである(9)。

高知県立美術館が購入した絵画《少女と白鳥》の

場合は、ヴォルフガング・ベルトラッキが創作し、同

氏が著作者であり、（譲渡等の行為がなされていな

い限り）同氏が著作権を有していることになる。ここ

で我々は難問に直面することになる。それはまさしく

「再考《少女と白鳥》」の展覧会を開催するにあたっ

て、主催者である高知県立美術館の関係者が直面

し、かつ乗り越えた問題であると想像する。

複製権の箇所で述べたとおり、著作権法という法

律は、著作者の許諾を得ずに著作物を利用すること

は原則として禁止する法律である。では、「贋作」に

著作権が発生する場合、当該「贋作」を購入した美

術館等は、「贋作」の著作者の許諾を得ない限り、作

品を公表することはできないのであろうか。論点が

多岐に亘るため、ここでは「公表」と「引用」に焦点を

当てて論ずることとする。

「公表」は著作者人格権の一つである公表権の対

象となるものであるが、作品の譲渡等の処分がなさ

れた場合、公表に関して同意の推定があったと規定

されている（著作権法18条2項2号）。そのため、「贋

作」を購入した美術館等が「公表」に際して「贋作」

の著作者から同意を得ることは不要である。

では、「贋作」の写真や画像をパンフレットやウェ

ブサイト、更には画集等に「引用」することはどう考

えるべきであろうか。あらゆる原則に例外がある。著

作権法もその例外ではない。無許諾による利用を認

める制限規定の中核を占めるのが「引用」（著作権

法32条1項）に関する規定である。

著作権法32条1項の文言は、下記のとおりである。

「公表された著作物は、引用して利用することがで

きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他

の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので

なければならない。」

現行著作権法の根幹を成す規定は、1970年に成

立したものである。著作権法32条もその一つであ

り、当時の立法の文言がシンプルかつ抽象的なのは

否めない。そのため、「引用」に該当するか否かの判

断に関しては、裁判所による一種の法創造、それも

最高裁判所等の上級審により定立された規範が何

よりも重視される傾向にある。この点、実務において

は、昭和55年3月28日、マッド・アマノ事件において

最高裁判所により判示された規範が長きに亘り判断

基準として機能してきた。具体的には、①「引用して

利用する側の著作物と、引用されて利用される側の

著作物とを明瞭に区別して認識することができ」る

こと（明瞭区分性）、かつ②「両著作物の間に前者が

主、後者が従の関係があると認められる場合」（主従

関係）であることが必要であるとされてきた。筆者の

知る限り、当該基準は美術館等で著作物を「引用」

する際にも重視され、かつ現在でも当該基準に従っ

て判断される傾向にある。

しかしながら、当該判断基準は、上記著作権法32

条の文言に合致するものではない。のみならず、マッ

ド・アマノ事件で適用が問題となったのは、1970年

まで施行されていた旧著作権法であり、現行著作権

法に関して判断された判例ではない。少なくとも平

成22年10月13日、絵画鑑定証書事件において知的

財産高等裁判所により新たな基準が採用されて以

降、裁判所においてマッド・アマノ事件の判断基準

がそのまま採用されることはなくなっている。では、

新たな判断基準はどのような内容であろうか。それ

は条文の文言を手掛かりとして、利用の目的、その方

法・態様、利用される著作物の種類・性質、当該著作

物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を総合

考慮しようとする基準である。すなわち、上記マッド・

アマノ事件の①明瞭区分性及び②主従関係という

形式的な判断基準は、最早変容されたと評価でき

る。筆者が思うに、これは美術業界にとって朗報では

なかろうか。とりわけ②主従関係の存在は、「引用」

規定の適用範囲を極めて制限するものであった(10)。

無論、著作権者の側からすると「引用」の適用範囲が

広がるということは、自らの許諾なく著作物が利用さ

れることを意味する。そのため、かかる新基準に反対

あるいは異論があったとしても不思議ではない。し

かしながら、あらゆる創作物は“無”から生じるもの

ではない。著作者が血の滲むような努力をして創作

された作品も、決して著作者が全てをゼロから創作

したものではない。芸術作品の著作者は、その創作

過程を通して彼方を見渡すことができるかもしれな

い。だがそれは、偉大な、場合によっては名もなき先

人たちという巨人の肩に乗っていることの恩恵に他

ならない。ここで筆者が強調したいのは、誰しもが

「引用」という恩恵を蒙っていることを忘れてはいけ

ないということである。何よりも大事なことは如何に

バランスを図るかということであり、いみじくもそれ

は著作権法がその目的とするところに他ならない。

著作権法の目的を規定する1条は、下記のとおりで

ある。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送

及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接

する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ

て文化の発展に寄与することを目的とする。」

つまり、①著作者等の権利の保護と②引用等の

公正な利用の間のバランスを取り、もって③文化の

発展に寄与することを目的としているのである。著作

権法の究極の目的は、③文化の発展への寄与であ

り、その目的のために①著作者等の権利の保護も図

られているのである。このことは、美術業界に従事す

る方々に是非とも留意してもらいたい点である。筆者

の意見では、この20、30年で日本は過剰なまでに“コ

ンプライアンス”という言葉を尊重する社会となっ

た。決して誤解してもらいたくはないが、違法なこと、

不当なことを許容すべきというのではない。ただ、“コ

ンプライアンス”という言葉が独り歩きすることによ

り、思考が停止してしまう虞がないか、それによって

失われている価値がないかということによくよく目を

向けてもらいたいのである。例えば、「引用」の文言

が曖昧であるために、その適用を躊躇することに

よって、「文化の発展に寄与」する機会を喪失するこ

とにならないだろうか。上記のとおり、「引用」を定め

る著作権法32条1項は、「公正な慣行に合致するも

の」であることを求めている。では、「公正な慣行」を

確立し、維持していくのは誰であろうか。筆者は、そ

れは美術館を訪れる一般人だけでなく、美術業界

に従事する全ての者であると確信している。

3． 結びに

萎縮が蔓延する現代の日本社会において、高知県

立美術館が今回の展示、更には一連のシンポジウム

を企画・実施するに際しては、筆者の想像する以上

に様々な困難があったはずである。そんな困難の一

つ一つを乗り越え、のみならず京都大学准教授・田

口かおり氏による一連の調査活動を広く公開し、展

覧会で無料配布した冊子をウェブ上で公開するとい

う英断に心から最大限の賛辞を贈りたい。これこそ

まさに「公正な慣行に合致」し、「文化の発展に寄与」

するものに他ならないからだ。



2-1-1. 調査の位置づけ

付録1で詳述したとおり、第一段階の調査として行

われた理化学的な分析によって、《少女と白鳥》の絵

画層から20世紀後半以降に普及した顔料が検出さ

れ、カンペンドンクの作品への帰属を否定する根拠

となり得る。しかし、これらの“時代錯誤”な顔料の

検出は、作品上の目立たない部分から採取された微

小な絵具片という「点」の分析に基づくものであっ

た。これらの“時代錯誤”な顔料が補彩等に伴う後

世の加筆ではなく、制作当初に使用された絵具の成

分であったと判断するためには、作品の中央付近を

含めた広範囲の描画に対して改めて理化学的な分

析調査を実施し、作品全体についてその存在を検証

する必要がある。

そこで第二段階の調査として、2025年7月に阿部、

村串、齋藤、高橋が可搬型の分析装置を当館に持ち

込み、田口および塚本の立会のもと、《少女と白鳥》

を対象とした非破壊かつオンサイトでの光学分析調

査を実施した。調査の目的は“時代錯誤”な顔料の

探索に限ったものではなく、《少女と白鳥》に使用さ

れた各種色料を科学的に推定することであり、蛍光

X線分析、デジタル顕微鏡観察、顕微ラマン分光分

析、マルチスペクトル撮影、そしてハイパースペクトル

撮影という5種類の光学的な分析手法を複合的に

利用した。さらにこの調査では、《少女と白鳥》以外

にも当館に所蔵された20世紀初頭の油彩画作品の

分析も実施しており、当時の画家らが利用した材質

および技法の科学的な検証も目的としている。本稿

では、《少女と白鳥》について行われた蛍光X 線分

析、デジタル顕微鏡撮影、および顕微ラマン分光分

析の結果の一部を報告する。なお、詳細については

別途発表の場を設ける予定である。

2-1-2. 実験方法

可搬型装置を用いた光学分析調査は、2025年7

月23日から26日にかけて、当館の講義室にて実施し

た。《少女と白鳥》をイーゼルまたは机上に安定させ

た状態で、非破壊かつ非接触にて以下の分析を適

用した。また、館内での調査と前後して、市販の画材

や実験試薬を用いて様々な種類の絵画サンプルを

制作し、分析時の安全性の検証を目的とした予備実

験や、データ解釈のための追加実験を実施した。な

お、本研究で使用した可搬型分析装置は東京電機

大学（阿部）および明治大学（村串）の所管である。

蛍光X線分析には、アワーズテック（株）製の可搬

型装置100FAの改造機を使用した。この装置は、阿

部および村串が文化財応用を志向して同社と共同

開発中のものである。本装置は、可搬型としては高出

力 な 最 大 出 力 5 0  W の 小 型 X 線 管 球（ V a r e x 

Imaging製VF-50J、ターゲット材は金属パラジウム

Pd）を備える。ヘッドには励起X線用のモノクロメー

タ（パラジウムPdのKα線に単色化可能、エネルギー

は21.1 keV）および金属モリブデンMo（K吸収端エ

ネルギー：20.0 keV）箔の一次X線フィルターが内蔵

されている。本研究で用いた改造機では、グラフェン

薄膜製の入射窓を備えた新型のシリコンドリフト検

出器（KETEK製VITUS H30 CH）を導入してお

り、これは有感面積約30 mm²の大面積のモジュー

ルを搭載しているため、軽元素を含む分析能力が大

幅に向上している。測定ヘッドはCMOSカメラおよび

白色LEDを内蔵し、測定点の観察が可能である。測

定面積（X線照射範囲）は直径約2 mmである。本装

置は最大管電圧40 kVの白色X線による励起に加え

て、励起X線の単色化や一次X線フィルターの挿入

を選択でき、目的元素に応じて励起モードを切り替

えることで、実験室系装置にも匹敵する高感度な分

析が実現される。分析にあたっては、測定ヘッドを横

向きで電動XYステージ上に固定した。このステージ

は、阿部・村串がアズワン（株）および（有）コスモテ

ックと共同開発中の試作品であり、縦横の可動範囲

は各30 cmである。作品上の計19点を測定点に設定

し、装置先端と作品の間には約5 mmの間隔を確保

して、目視確認しながら作品の安全に十分配慮して

位置調整を行った。各測定点に対し、白色X線励起、

単色X線励起、一次X線フィルター励起の各モード

で積算時間100秒（有効計測時間）の測定を行っ

た。それぞれ測定モードにおけるX線出力（管電圧

／最大管電流）は、白色X線励起モードでは40 kV／

0.10 m A、単色X 線励起モードでは40 kV／1.00 

m A、一次 X 線フィルター励起モードでは40 kV／

1.00 mAとした。なお、管電流は検出器の不感時間

（dead time）の割合が30 %未満になるよう自動調

整される。同装置はこれまでに国内外で絵画を含む

多くの文化財の研究に応用された実績がある（18）。装

置の詳細は先行研究を参照されたい。

このたびの調査では、蛍光X線分析による微量な

銅 C uの 検 出が 課 題となる 。本 研 究で 使 用した

100FAは励起X線の単色化機構を搭載しており、ご

く微量な重元素を高感度で検出することが可能で

ある。ガラス製の認証標準物質を用いた検証によれ

ば、同型の装置による銅Cuの検出下限は単色X線

励起（管電圧：40 kV／最大管電流：1.00 mA）かつ

積算時間を200秒（有効計測時間）とした場合に7.6 

ppmである。本研究の測定条件では積算時間を100

秒としているものの、大面積の検出器を使用するこ

とで感度が大幅に向上しているため、同程度の銅Cu

を十分に検出可能であると期待される。

デジタル顕微鏡撮影は、（株）ハイロックス製のデ

ジタルマイクロスコープVCR-800に低倍率ズームレ

ンズ（VCR-209）を装着し、前述の電動XYステージ

に固定した状態で実施した。レンズの先端に取り付

けられたリング状の白色LED照明は90度ごとに4分

割されており、その点灯パターンにより、撮影時の反

射光や陰影の様子を切り替えて撮影することができ

る。蛍光X線分析と同一の19点において、20倍およ

び90倍の倍率で写真を撮影した。

顕微ラマン分光分析は、B&W Tek製の可搬型装

置iRaman（レーザー波長は785 nm）に、専用のビ

デオ顕微鏡システム（BAC151C）を接続した状態で

行った。iRamanはレーザー光源として安定性に優

れたCleanLazeTM（最大出力：300 mW）を搭載す

る。検出器は2048素子の電子冷却CCDであり、ス

ペクトル分解能は約3 cm-1 である。BAC151Cは、

iRamanの測定プローブと対物レンズを接続する顕

微ヘッド部分と、メカニカルステージや焦点ハンドル

を含む筐体部分から構成され、顕微ヘッド部分を筐

体から外した状態でも使用できる。対物レンズ（40

倍）を使用することで、照射径約50 µmという微小

領域の分析を可能にしている。《少女と白鳥》の測定

では、iRamanを接続したBAC151Cの顕微ヘッドを

自作の3軸微調整ステージに設置し、19点において

分析を実施した。このステージは、シグマ光機（株）

製の手動ステージと精密ラボジャッキを組み合わせ

た自作品である。レーザー出力は、絵画サンプルを用

いた予備実験の結果に基づき、熱負荷による損傷が

生じない30 mW（最大出力の10 %）以下に設定し

た。積算時間は100秒または300秒（実時間）とし

た。ラマン分光分析の参照物質として、市販品の顔

料および実験試薬を同じ条件で分析した。本稿内

でデータを提示する参照物質は以下のとおり。（株）

クサカベ製の顔料3種（フタロシアニンブルー：No. 

035、フタロシアニングリーン：No.083、およびウルト

ラマリン：No.021）、関東化学（株）製実験試薬1種

（アナターゼ型二酸化チタン：鹿1級）。

2-1-3. 結果と考察

本稿では、《少女と白鳥》上の4点（点A～D：図1参

照）で得られた分析結果を報告する。各測定点で撮

影された顕微鏡写真を図2にまとめた。点Aは、作品

左側側面の地塗りの露出部分である。この点の顕微

鏡写真（図2(a)および(b)）からは、わずかにクリーム

色がかった白色の地塗り層を視認できる。透過力の

高いX線を用いた分析では、絵画層の情報に加えて

下層からの信号も少なからず検出される。従って、蛍

光X線分析によって絵画層の元素情報を調べる際

には、地塗り層などの下層の分析は不可欠である。点

Bは、作品中央に描かれた白鳥の頭部である。この点

の顕微鏡写真（図2(c)および(d)）を見ると、マットな

質感の白色絵具が厚く塗り重ねられている様子を確

認できる。点Cは、白鳥の後方に寒色系の絵具で描

かれた木の一部である。点Cの顕微鏡写真（図2(e)

および(f)）からは、色調の異なるいくつかの青色系

の絵具を塗り重ねていることを確認した。点Dは、白

鳥の奥に描かれた緑色の草部分である。この点の顕

微鏡写真（図2(g)および(h)）より、緑色に濃淡は認

められるものの、明らかな色の斑はなく、青色と黄色

を混ぜて作られた色ではないと推定された。

これらの4点で得られた蛍光X線スペクトルを比

較する形で図3に示した。本研究では各測定点で3

種類の励起モードによる分析を実施しているが、こ

こでは軽元素の検出に適した白色X線励起モード

のスペクトルを図3(a)に、微量重元素の検出に優れ

た単色X線励起モードのスペクトルを図3(b)に示し

た。スペクトル上には様々な元素が検出されている

が、ここでは特徴的な元素にのみ着目する。点A（地

塗り部分）のスペクトル上には鉛PbのM線（Mα線：

2.3 keV）およびL線（Lα線：10.5 keV、Lβ線：12.6 

keVほか）が明瞭に検出され、シルバーホワイト（主

成分は塩基性炭酸鉛2PbCO3・Pb(OH)2）を含む白

色絵具による地塗りが施されているものと考えられ

る。一方、点B（白色部分）では鉛Pbの他にバリウム

BaのL線（Lα線：4.5 keV、Lβ1線：4.8keV、Lβ2線：

5. 2 keVほか）および 亜鉛ZnのK 線（Kα線：8.6 

keV、Kβ線：9.6 keV）が検出され、硫酸バリウム

BaSO4と硫化亜鉛ZnSを共沈させて得られる白色

顔料のリトポンか、硫酸バリウムBaSO 4と亜鉛 華

ZnOの混合物から成る白色絵具の利用が推定され

た。なお、“時代錯誤”の顔料の一つであるチタニウ

ムホワイトの主成分はチタンTiであるが、チタンTi

のKα線（4.5 keV）はバリウムBaのLα線とエネルギ

ー的に重複し、スペクトル上で区別することは難し

い。点C（青色部分）および点D（緑色部分）では、単

色X線励起モードで得られたスペクトル（図3(b)）上

で銅CuのKα線（8.0 keV）が微弱ながら検出され

た。第一段階の調査時に実施された非破壊・非接触

の蛍光X線分析（付録1を参照）では銅Cuに帰属で

きるピークは検出されていないが、本研究で用いた

装置は先述のように励起X線の単色化によって重元

素を高感度で検出できるという特長がある。銅Cuは

地塗り（点A）でもごくわずかに検出されているが、

絵画層の白色絵具（点B）には含まれない。従って、

この分析結果は青色絵具（点C）および緑色絵具（点

D）に銅Cuの化合物が含まれることを意味すると同

時に、それが主成分ではなく、ごくわずかな成分で

あることを示している。さらに、白色X線励起モード

で得られたスペクトル（図3(a)）を見てみると、点D

（緑色部分）では塩素ClのK線（Kα：2.6 keV）に帰

属されるピークが検出されており、塩素Clを含む何

らかの化合物の存在が示された。

蛍光Ｘ線分析によって示された青色絵具および

緑色絵具の組成的特徴は、“時代錯誤”な顔料であ

るフタロシアニンブルー（C32H16N8Cu）およびフタロ

シアニングリーン（C32H0-2N8Cl14-16Cu）の組成とも

対応している。ただし、言うまでもなく銅Cuや塩素

Clを含む化合物は無数に存在し、これらの“時代錯

誤”な顔料の存在を示すためには、より具体的に物

質の相を同定可能な分析手法が不可欠である。そこ

で、点C（青色部分）および点D（緑色部分）において

顕微ラマン分光分析を実施し、フタロシアニン化合

物を含む参照物質とスペクトルを比較した。まず、点

C（青色部分）で得られたラマンスペクトルを図4に

示した。スペクトル上に検出されたシャープな散乱ピ

ークのほとんどが、参照物質として測定したフタロシ

アニンブルーのものと一致した。なお、点Cのスペク

トル上に検出された約140 cm-1 と約540 cm-1 の散

乱ピークはフタロシアニンブルーのデータには見ら

れないが、これらはそれぞれアナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに帰属されるもの

と推定される。同様に、点D（緑色部分）のラマンス

ペクトルを図5に示した。こちらも、フタロシアニング

リーンに帰属できる多数の明瞭な散乱ピークが検出

された。また、点Cと同様に、アナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに由来すると考え

られる散乱ピークも検出されている。

ここで問題となるのは、蛍光X線分析によって検

出された元素としての銅Cuがごく少量であったにも

かかわらず、顕微ラマン分光分析によって銅Cuを主

成分とするフタロシアニン系顔料の信号が明瞭に検

出されたという点である。一見すると分析結果に齟齬

が生じているように思えるが、この差は特定の物質

に対する分析手法ごとの感度の違い、あるいは分析

面積の違い（蛍光Ｘ線分析：約2 mm、顕微ラマン分

光分析：約50 µm）に起因するものと推定される。今

後、フタロシアニン化合物を含む各種顔料を用いた

検証により、分析法による検出能および感度の違い

を定量的に評価したい。

2-1-4. 小結

非破壊かつオンサイトの手法で行われた光学分

析調査により、《少女と白鳥》を1910年代のカンペン

ドンクによる作品に帰属すべきではないとする判断

の根拠となった“時代錯誤”な顔料が、作品の広範囲

に分布していることが実証された。作品の一部から

採取された絵具片の分析によって「点」の形で示さ

れていた可能性が、この調査を通じて「面」の形の理

解へと昇華されたと言えるだろう。前述のように、こ

の調査は《少女と白鳥》に用いられた材質や技法を

広く検証することを目的に行われており、本稿で示し

た“時代錯誤”な顔料以外にも様々な色料の推定に

成功している。その詳細については、改めて報告の

機会を設けたい。 

高知県立美術館では『特別展示・調査報告　再

考《少女と白鳥》　贋作を持つ美術館で贋作につい

て考える』の会期最終日に下記のシンポジウムを開

催した。ここでは登壇者の発表要旨（安田・田口・山

梨）を掲載するとともに、時間の制約で内容の割愛

が多かった発表（照井）を補填する寄稿を掲載する。

シンポジウム「美術館と贋作問題」

日時： 2025年10月19日（日）13:00～16:15

会場： 高知県立美術館 展示室D

主催： 高知県立美術館

共催： 京都大学大学院人間・環境学研究科附属

学術越境センター

登壇者： 安田篤生（高知県立美術館館長）

 田口かおり（修復家・京都大学准教授）

 山梨俊夫（元・国立国際美術館館長、一般

社団法人全国美術館会議事務局長）

 照井勝（弁護士、弁護士知財ネット理事）

発表要旨1：

経緯の報告と本日の主旨について

安田篤生

まずは当事者である高知県立美術館の代表とし

て、この件の経緯を簡単にご説明したい。

1993年に開館した高知県立美術館では作品収集

方針の一つに「表現主義及び新表現主義（ニュー・

ペインティング）の作品」を掲げている。そのうち「ド

イツ表現主義」に関してはヴァシリー・カンディンス

キー、パウル・クレー、マックス・ペヒシュタインらの

作品を収集してきたが、この方針に沿って1996年、

ハインリヒ・カンペンドンク（1889-1957）による1919

年の作品として《少女と白鳥》を購入した。当時集め

られる資料や情報ではカンペンドンクの作品と信じ

うるものだったのために購入に踏み切ったのだが、

2024年6月になって、ドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（1951-）がカンペンドンクと偽って

描いたものではないかという情報が寄せらた（ベル

トラッキは2010年にドイツで逮捕され5年間服役し、

現在は社会復帰している）。

当館ではただちにこのことを公表するとともに、あ

らためて真贋についての詳細な調査を行った。ベル

リン警察から提供されたベルトラッキの贋作制作に

関する詳細な情報に加え、田口かおり氏（修復家・京

都大学准教授）をはじめとする専門家・機関による科

学調査を経て、《少女と白鳥》が贋作であるとの結論

に至り、2025年3月にその旨を発表した次第である。

このたび開催した「再考《少女と白鳥》　贋作を持

つ美術館で贋作について考える」展は、そのような経

緯と調査の内容をみなさまにご覧いただけるように

するとともに、今昔および東西を問わず《贋作》が生

み出され続け、われわれ美術専門家も欺かれるとい

う歴史と事実をあらためて考え直したいという思い

から実施したものである。

本日のシンポジウムではまず、一般社団法人全国

美術館会議事務局長であり、国立国際美術館や神

奈川県立近代美術館の館長を歴任された山梨俊夫

氏に、美術史家の観点から贋作／偽物と真作／本物

についてお話いただく。続いて、本展監修もお願い

した田口かおり氏には《少女と白鳥》の科学分析結

果を中心にご報告いただく。最後に弁護士で弁護士

知財ネット理事の照井勝氏から、法の専門家の視点

でこの問題を語っていただく予定である。

展覧会と合わせてこのシンポジウムが、欺かれて

しまった自分たちへの戒めだけにとどまらず、芸術に

おける「贋作／偽物と真作／本物」をめぐる議論の

場になればと思う。

発表要旨2：

贋作をめぐって

山梨俊夫

真作は、作者その人が描いたもので、出来栄えは

別の問題となる。それに対して贋作は、一通りには括

れない。他人の作を意図的に真似る、画家育成の修

練として模写をする、作者を同定する鑑定に誤りが

生じる、複製技術の進展で真贋の見分けが難しい、

などの理由で真作ではない作品が生まれる。さらに

美術の基盤を歴史的に見れば、高名な作家（親方）

が率いる工房の分業体制で製作されながら親方の

名で作品が世に出る、真作と模倣のあいだに価値の

違いがほとんどない時代の作、といった真贋の境界

を曖昧にするさまざまな条件が見出される。しかし、

種々の状況で生まれた紛い物の作品が贋作として

扱われ、社会的な問題になるには、別の背景が大き

く作用している。この背景を大きく捉えてみれば、ふ

たつの要因に行き当たる。

ひとつは、19世紀西欧で育ってきた資本主義体制

のなかで、美術を対象にする市場経済が生まれたこ

と。市場では絵画や彫刻が作者の手から離れて独

立し市場の論理に委ねられて、商品として流通する

ようになったこと。

もうひとつは、近代社会の中で、芸術作品を創造

する作者のオリジナリティ=創造性、独異性が尊重

され重要な価値をもったこと。オリジナリティの価値

は現代でも強く信じられている。このことは芸術の

近代性と深く関わる。近代社会が形成されて、個人

が重視されるようになると、芸術のうえでも作者の個

性、その人でなければできないこと、その人らしさが

何よりも大事になる。他人の真似は退けられ、否定さ

れる。このオリジナリティの称揚が悪用されて贋作を

生む素地がつくり出される。そしてひとたび贋作が

市場に出れば、オリジナリティへの裏切りとして、同

時に詐欺的行為とし糾弾される。

このふたつの要件を背景にして、贋作は市場の論

理に乗って金銭に換えられ、社会問題となる。贋作

者、研究者の功名心、悪意ある画商の操作など、さ

らにいくつかの要素が絡むけれど、端的にいえば、

贋作は市場がつくるのである。

シンポジウムでは、こうした贋作の背景をなすふた

つの要件を中心に、国内外の過去の実例、筆者が遭

遇した事象を絡め、映像を交えた発表をした。

発表要旨3：

《少女と白鳥》を視る

田口かおり

本発表では、《少女と白鳥》の調査を実施した当事

者の立場から、真贋判定がどのような手順と判断の

積み重ねによって形づくられたのかを報告した。贋

作の検証は、様式的な「らしさ／らしくなさ」だけで

決着するものではない。画面上のモチーフの転用や

筆致、輪郭線や指先といった細部の不一致は重要

な手がかりとなるが、それらは過去の修復や古色づ

け、素材の経年変化、さらには鑑定者自身の先入観

高知県立美術館研究紀要  第12集／26

によって揺らぎうる。形式分析の限界を踏まえつつ、

裏面に残された証拠物の検証、来歴の追跡、市場や

法的記録の照合、そして顔料分析をはじめとする科

学調査を重ね合わせることで、はじめて複数の証拠

が連関し、最終的な判断へと収斂していく。

《少女と白鳥》では、年代詐称の痕跡、来歴を偽装

するラベルやスタンプ、そして絵具に含まれる時代

錯誤的な成分という三点を主要な検証対象として調

査を実施した。古色づけなどの明確な年代偽装跡は

確 認されなかった一方 、裏 面には「 S a m m l u n g 

Flechtheim」と記された偽造ラベルや来歴を詐称

するスタンプが残されていた。さらに科学分析によ

り、チタニウムホワイトやフタロシアニン系顔料など、

1910年代の画家用材料として一般的ではない成分

が検出され、国外の先行事例とも整合する結果が得

られた。こうした複数の検証結果が相互に補強し合

うことで、本作をめぐる判断は物質的根拠に裏打ち

されたものとなった。

このようにして得られた結論を、展覧会というかた

ちでどのように提示するかが、「再考 《少女と白鳥》」

展におけるもう一つの重要な課題であった。展覧会

の焦点は、真贋をめぐる結論を示すことのみにはと

どまらず、そこに至る検証の過程と、作品上に残され

たさまざまな情報を来場者と共有し、再考の場を開

くことに置かれていた。制作、流通、保存修復の履歴

は、真贋を問わず、物質に刻まれる。そうした痕跡を

読み解くことは、作品そのものだけでなく、それを見

分け、扱い、位置づけてきた鑑定や保存、収蔵、展示

のあり方に目を向けることにもつながっていく。その

観点から本展では、物質性そのものに目を向ける比

較の場を設けた。実際に1910年頃に描かれた複数の

絵画作品と見比べながら、絵具層や支持体の構造や

組成に目を向けることは、私たちを「芸術作品とは何

か」という根源的な問いへと導く。贋作を収蔵した美

術館が、贋作について考えその検証過程を公開する

ことは、鑑賞者を含む私たち自身をこうした検証と比

較の過程に立ち会わせ、作品をめぐる物語を現在進

行形のものとして開いていく試みともいえるだろう。

寄稿：

「贋作」に関する法律問題

―主として著作権法の問題に関して

照井 勝（青山綜合法律事務所 弁護士）

１． はじめに

筆者は、2025年10月19日、高知県立美術館で開

催されたシンポジウム「美術館と贋作問題」（共催：

京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境

センター）に登壇する機会を得た。本稿は、当日筆者

が報告した際に、時間の制約上、詳細に説明するこ

とができなかった内容を補充するものである。

意外に感じられる方もいるかもしれないが、「盗

作」や「剽窃」と同様に、「贋作」という言葉は法律用

語ではない。そのため、日本の法令ではどこにも定義

もされていない。本稿では、「贋作」が主として著作

権法において、どのように評価されるのか、更には、

高知県立美術館が「贋作」である《少女と白鳥》を公

開し、今回のシンポジウムを開催した意義について

述べることとする。

２． 著作権法上の問題

法的に問題とされる「贋作」には、大きく分けて二

つのパターンがある。一つは、オリジナルの作品を基

にして 、それを可能な限り完 全に近い形で複 製

（デッドコピー）し、それを当該オリジナル作品その

ものとして販売等するパターンである。もう一つは、

オリジナルの作品自体は存在・現存しない又は行方

不明であることを奇貨として、当該作品の作家の作

風等を模倣しながら新たな作品を創作し、それを当

該作家の作品として販売等するパターンである。高

知県立美術館が1996年に購入した絵画《少女と白

鳥》は、後者に該当する。

（1） オリジナルの作品が存在する場合

この場合の著作権法上の取扱いは、比較的単純

である。著作権法に基づき、著作者は、創作と同時

に著作権と著作者人格権を有することになる（著作

権法17条）(1)。美術業界の慣習により、作品そのもの

の所有権が転売等されたとしても、一度発生した著

作権は著作者である作家に帰属したままとなるのが

通常である。そのため、作品を複製（コピー）する「贋

作」は、通常、著作者が保有する複製権（著作権法

21条）(2)を侵害することになる。後にも述べるように、

著作権法という法律は、著作者の許諾を得ずに著作

物を利用することを原則として禁止する法律である。

いわずもがなではあるが、著作者が自らのオリジナ

ル作品を複製する贋作の制作を許諾することはあり

得ないだろう。ゆえに著作者は、「贋作」の作者に対

し、複製権侵害を理由として「贋作」の廃棄等の処

分を求める差止請求権、更には「贋作」の販売等によ

り生じた利益を損害賠償請求として求める権利を有

することになる。

なお、著作権侵害の責任を問いうるのは、著作権

が“生きている”ことが前提である。何故なら、著作権

は永遠に保護されるものではなく、保護期間という

一定の期間に限って保護されるためである。これは日

本だけでなく、期間の幅に差があるものの世界中の

著作権法が採用しているルールといって過言ではな

い。この点、日本の著作権法は暦年主義という考え方

を採用しており、創作の時から著作権法に基づく保

護が開始し、原則として著作者の死後、正確には亡く

なった年の翌年の1月1日から起算して、70年の間は

保護されることとなっている（著作権法51条）(3)。「贋

作」の基となったオリジナル作品が歴史的名画の場

合、著作者が既に物故している場合が少なくない。

では、その著作者の遺族は、「贋作」の作者に対し

て、著作権法に基づき一切の責任追及が不可能に

なるのであろうか。実は、一定の場合には保護が与え

られている。著作者の死後においても、著作者が存

しているとしたならばその著作者人格権の侵害とな

るべき行為がなされた場合、遺族は、差止請求、損害

賠償請求等をすることができる（著作権法116条及

び同60条）(4)。著作者は創作と同時に氏名表示権

（著作権法19条）などの著作者人格権を有する（著

作権法17条2項）が、当該人格権は一身専属的なも

のである。より端的に言えば、著作者固有の権利で

あり、その死去と共に消滅するというのが日本の著

作権法の原則である（著作権法59条）(5)。遺族に与

えられた上記権利は、当該原則の例外を成す救済

手段である。

ところで、「贋作」自体に著作権は生じないだろう

か。最終的な判断は事案毎に異なるものではあるも

のの、著作権が発生する場合は稀であろう。何故な

ら、「贋作」の作者は、販売等により何らかの利益の

取得を企図するのが通常であり、そのためには可能

な限りオリジナルの作品に似せてコピーする必要が

ある。つまり、オリジナルに似せれば似せるほど、必

然的に「贋作」そのものは創作性を有していないとい

う結論に近づくことになる。なお、如何なる場合に創

作性を有するのか、それによって著作権が生じるの

かという問題は、それ自体が深淵かつ難渋を極める

テーマであることもあり、本稿では直接取り扱わな

いこととする(6)。

（2） オリジナルが存在しない場合

より複雑な法律上の問題を提起するのは、オリジ

ナルが存在しない場合である。「贋作」がオリジナル

のコピーではない以上、オリジナルの著作者が上記

の複製権を主張することはできない。また、美術関

係の方々にとっては悩ましい結論であると想像する

が、作風や画風は著作権法によって保護される対象

とはされていない。そのため作風や画風が類似して

いたとしても、そのことをもって著作権侵害の責任を

問うことはできない。この結論は古くから裁判例に

よって認められており、学説においても広く支持され

てきたが、近時、文化庁により公表された見解におい

ても認められている(7)。倫理上の問題はさておき、著

作権法上は「贋作」自体がオリジナルの著作物とい

うことになる。

では、このような場合において、著作権法上は何ら

の手当てもなされていないのであろうか。作品に著作

者名が詐称されて使用された場合、刑事罰が科され

ると規定されている（著作権法121条）(8)が、これは

あくまでも刑事罰である。すなわち、国家により罰金

等が科されるに留まり、「贋作」の被害者である作家

自身には差止請求権や損害賠償請求権などの著作

権法上の救済手段は与えられていないのである(9)。

高知県立美術館が購入した絵画《少女と白鳥》の

場合は、ヴォルフガング・ベルトラッキが創作し、同

氏が著作者であり、（譲渡等の行為がなされていな

い限り）同氏が著作権を有していることになる。ここ

で我々は難問に直面することになる。それはまさしく

「再考《少女と白鳥》」の展覧会を開催するにあたっ

て、主催者である高知県立美術館の関係者が直面

し、かつ乗り越えた問題であると想像する。

複製権の箇所で述べたとおり、著作権法という法

律は、著作者の許諾を得ずに著作物を利用すること

は原則として禁止する法律である。では、「贋作」に

著作権が発生する場合、当該「贋作」を購入した美

術館等は、「贋作」の著作者の許諾を得ない限り、作

品を公表することはできないのであろうか。論点が

多岐に亘るため、ここでは「公表」と「引用」に焦点を

当てて論ずることとする。

「公表」は著作者人格権の一つである公表権の対

象となるものであるが、作品の譲渡等の処分がなさ

れた場合、公表に関して同意の推定があったと規定

されている（著作権法18条2項2号）。そのため、「贋

作」を購入した美術館等が「公表」に際して「贋作」

の著作者から同意を得ることは不要である。

では、「贋作」の写真や画像をパンフレットやウェ

ブサイト、更には画集等に「引用」することはどう考

えるべきであろうか。あらゆる原則に例外がある。著

作権法もその例外ではない。無許諾による利用を認

める制限規定の中核を占めるのが「引用」（著作権

法32条1項）に関する規定である。

著作権法32条1項の文言は、下記のとおりである。

「公表された著作物は、引用して利用することがで

きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他

の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので

なければならない。」

現行著作権法の根幹を成す規定は、1970年に成

立したものである。著作権法32条もその一つであ

り、当時の立法の文言がシンプルかつ抽象的なのは

否めない。そのため、「引用」に該当するか否かの判

断に関しては、裁判所による一種の法創造、それも

最高裁判所等の上級審により定立された規範が何

よりも重視される傾向にある。この点、実務において

は、昭和55年3月28日、マッド・アマノ事件において

最高裁判所により判示された規範が長きに亘り判断

基準として機能してきた。具体的には、①「引用して

利用する側の著作物と、引用されて利用される側の

著作物とを明瞭に区別して認識することができ」る

こと（明瞭区分性）、かつ②「両著作物の間に前者が

主、後者が従の関係があると認められる場合」（主従

関係）であることが必要であるとされてきた。筆者の

知る限り、当該基準は美術館等で著作物を「引用」

する際にも重視され、かつ現在でも当該基準に従っ

て判断される傾向にある。

しかしながら、当該判断基準は、上記著作権法32

条の文言に合致するものではない。のみならず、マッ

ド・アマノ事件で適用が問題となったのは、1970年

まで施行されていた旧著作権法であり、現行著作権

法に関して判断された判例ではない。少なくとも平

成22年10月13日、絵画鑑定証書事件において知的

財産高等裁判所により新たな基準が採用されて以

降、裁判所においてマッド・アマノ事件の判断基準

がそのまま採用されることはなくなっている。では、

新たな判断基準はどのような内容であろうか。それ

は条文の文言を手掛かりとして、利用の目的、その方

法・態様、利用される著作物の種類・性質、当該著作

物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を総合

考慮しようとする基準である。すなわち、上記マッド・

アマノ事件の①明瞭区分性及び②主従関係という

形式的な判断基準は、最早変容されたと評価でき

る。筆者が思うに、これは美術業界にとって朗報では

なかろうか。とりわけ②主従関係の存在は、「引用」

規定の適用範囲を極めて制限するものであった(10)。

無論、著作権者の側からすると「引用」の適用範囲が

広がるということは、自らの許諾なく著作物が利用さ

れることを意味する。そのため、かかる新基準に反対

あるいは異論があったとしても不思議ではない。し

かしながら、あらゆる創作物は“無”から生じるもの

ではない。著作者が血の滲むような努力をして創作

された作品も、決して著作者が全てをゼロから創作

したものではない。芸術作品の著作者は、その創作

過程を通して彼方を見渡すことができるかもしれな

い。だがそれは、偉大な、場合によっては名もなき先

人たちという巨人の肩に乗っていることの恩恵に他

ならない。ここで筆者が強調したいのは、誰しもが

「引用」という恩恵を蒙っていることを忘れてはいけ

ないということである。何よりも大事なことは如何に

バランスを図るかということであり、いみじくもそれ

は著作権法がその目的とするところに他ならない。

著作権法の目的を規定する1条は、下記のとおりで

ある。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送

及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接

する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ

て文化の発展に寄与することを目的とする。」

つまり、①著作者等の権利の保護と②引用等の

公正な利用の間のバランスを取り、もって③文化の

発展に寄与することを目的としているのである。著作

権法の究極の目的は、③文化の発展への寄与であ

り、その目的のために①著作者等の権利の保護も図

られているのである。このことは、美術業界に従事す

る方々に是非とも留意してもらいたい点である。筆者

の意見では、この20、30年で日本は過剰なまでに“コ

ンプライアンス”という言葉を尊重する社会となっ

た。決して誤解してもらいたくはないが、違法なこと、

不当なことを許容すべきというのではない。ただ、“コ

ンプライアンス”という言葉が独り歩きすることによ

り、思考が停止してしまう虞がないか、それによって

失われている価値がないかということによくよく目を

向けてもらいたいのである。例えば、「引用」の文言

が曖昧であるために、その適用を躊躇することに

よって、「文化の発展に寄与」する機会を喪失するこ

とにならないだろうか。上記のとおり、「引用」を定め

る著作権法32条1項は、「公正な慣行に合致するも

の」であることを求めている。では、「公正な慣行」を

確立し、維持していくのは誰であろうか。筆者は、そ

れは美術館を訪れる一般人だけでなく、美術業界

に従事する全ての者であると確信している。

3． 結びに

萎縮が蔓延する現代の日本社会において、高知県

立美術館が今回の展示、更には一連のシンポジウム

を企画・実施するに際しては、筆者の想像する以上

に様々な困難があったはずである。そんな困難の一

つ一つを乗り越え、のみならず京都大学准教授・田

口かおり氏による一連の調査活動を広く公開し、展

覧会で無料配布した冊子をウェブ上で公開するとい

う英断に心から最大限の賛辞を贈りたい。これこそ

まさに「公正な慣行に合致」し、「文化の発展に寄与」

するものに他ならないからだ。



2-1-1. 調査の位置づけ

付録1で詳述したとおり、第一段階の調査として行

われた理化学的な分析によって、《少女と白鳥》の絵

画層から20世紀後半以降に普及した顔料が検出さ

れ、カンペンドンクの作品への帰属を否定する根拠

となり得る。しかし、これらの“時代錯誤”な顔料の

検出は、作品上の目立たない部分から採取された微

小な絵具片という「点」の分析に基づくものであっ

た。これらの“時代錯誤”な顔料が補彩等に伴う後

世の加筆ではなく、制作当初に使用された絵具の成

分であったと判断するためには、作品の中央付近を

含めた広範囲の描画に対して改めて理化学的な分

析調査を実施し、作品全体についてその存在を検証

する必要がある。

そこで第二段階の調査として、2025年7月に阿部、

村串、齋藤、高橋が可搬型の分析装置を当館に持ち

込み、田口および塚本の立会のもと、《少女と白鳥》

を対象とした非破壊かつオンサイトでの光学分析調

査を実施した。調査の目的は“時代錯誤”な顔料の

探索に限ったものではなく、《少女と白鳥》に使用さ

れた各種色料を科学的に推定することであり、蛍光

X線分析、デジタル顕微鏡観察、顕微ラマン分光分

析、マルチスペクトル撮影、そしてハイパースペクトル

撮影という5種類の光学的な分析手法を複合的に

利用した。さらにこの調査では、《少女と白鳥》以外

にも当館に所蔵された20世紀初頭の油彩画作品の

分析も実施しており、当時の画家らが利用した材質

および技法の科学的な検証も目的としている。本稿

では、《少女と白鳥》について行われた蛍光X 線分

析、デジタル顕微鏡撮影、および顕微ラマン分光分

析の結果の一部を報告する。なお、詳細については

別途発表の場を設ける予定である。

2-1-2. 実験方法

可搬型装置を用いた光学分析調査は、2025年7

月23日から26日にかけて、当館の講義室にて実施し

た。《少女と白鳥》をイーゼルまたは机上に安定させ

た状態で、非破壊かつ非接触にて以下の分析を適

用した。また、館内での調査と前後して、市販の画材

や実験試薬を用いて様々な種類の絵画サンプルを

制作し、分析時の安全性の検証を目的とした予備実

験や、データ解釈のための追加実験を実施した。な

お、本研究で使用した可搬型分析装置は東京電機

大学（阿部）および明治大学（村串）の所管である。

蛍光X線分析には、アワーズテック（株）製の可搬

型装置100FAの改造機を使用した。この装置は、阿

部および村串が文化財応用を志向して同社と共同

開発中のものである。本装置は、可搬型としては高出

力 な 最 大 出 力 5 0  W の 小 型 X 線 管 球（ V a r e x 

Imaging製VF-50J、ターゲット材は金属パラジウム

Pd）を備える。ヘッドには励起X線用のモノクロメー

タ（パラジウムPdのKα線に単色化可能、エネルギー

は21.1 keV）および金属モリブデンMo（K吸収端エ

ネルギー：20.0 keV）箔の一次X線フィルターが内蔵

されている。本研究で用いた改造機では、グラフェン

薄膜製の入射窓を備えた新型のシリコンドリフト検

出器（KETEK製VITUS H30 CH）を導入してお

り、これは有感面積約30 mm²の大面積のモジュー

ルを搭載しているため、軽元素を含む分析能力が大

幅に向上している。測定ヘッドはCMOSカメラおよび

白色LEDを内蔵し、測定点の観察が可能である。測

定面積（X線照射範囲）は直径約2 mmである。本装

置は最大管電圧40 kVの白色X線による励起に加え

て、励起X線の単色化や一次X線フィルターの挿入

を選択でき、目的元素に応じて励起モードを切り替

えることで、実験室系装置にも匹敵する高感度な分

析が実現される。分析にあたっては、測定ヘッドを横

向きで電動XYステージ上に固定した。このステージ

は、阿部・村串がアズワン（株）および（有）コスモテ

ックと共同開発中の試作品であり、縦横の可動範囲

は各30 cmである。作品上の計19点を測定点に設定

し、装置先端と作品の間には約5 mmの間隔を確保

して、目視確認しながら作品の安全に十分配慮して

位置調整を行った。各測定点に対し、白色X線励起、

単色X線励起、一次X線フィルター励起の各モード

で積算時間100秒（有効計測時間）の測定を行っ

た。それぞれ測定モードにおけるX線出力（管電圧

／最大管電流）は、白色X線励起モードでは40 kV／

0.10 m A、単色X 線励起モードでは40 kV／1.00 

m A、一次 X 線フィルター励起モードでは40 kV／

1.00 mAとした。なお、管電流は検出器の不感時間

（dead time）の割合が30 %未満になるよう自動調

整される。同装置はこれまでに国内外で絵画を含む

多くの文化財の研究に応用された実績がある（18）。装

置の詳細は先行研究を参照されたい。

このたびの調査では、蛍光X線分析による微量な

銅 C uの 検 出が 課 題となる 。本 研 究で 使 用した

100FAは励起X線の単色化機構を搭載しており、ご

く微量な重元素を高感度で検出することが可能で

ある。ガラス製の認証標準物質を用いた検証によれ

ば、同型の装置による銅Cuの検出下限は単色X線

励起（管電圧：40 kV／最大管電流：1.00 mA）かつ

積算時間を200秒（有効計測時間）とした場合に7.6 

ppmである。本研究の測定条件では積算時間を100

秒としているものの、大面積の検出器を使用するこ

とで感度が大幅に向上しているため、同程度の銅Cu

を十分に検出可能であると期待される。

デジタル顕微鏡撮影は、（株）ハイロックス製のデ

ジタルマイクロスコープVCR-800に低倍率ズームレ

ンズ（VCR-209）を装着し、前述の電動XYステージ

に固定した状態で実施した。レンズの先端に取り付

けられたリング状の白色LED照明は90度ごとに4分

割されており、その点灯パターンにより、撮影時の反

射光や陰影の様子を切り替えて撮影することができ

る。蛍光X線分析と同一の19点において、20倍およ

び90倍の倍率で写真を撮影した。

顕微ラマン分光分析は、B&W Tek製の可搬型装

置iRaman（レーザー波長は785 nm）に、専用のビ

デオ顕微鏡システム（BAC151C）を接続した状態で

行った。iRamanはレーザー光源として安定性に優

れたCleanLazeTM（最大出力：300 mW）を搭載す

る。検出器は2048素子の電子冷却CCDであり、ス

ペクトル分解能は約3 cm-1 である。BAC151Cは、

iRamanの測定プローブと対物レンズを接続する顕

微ヘッド部分と、メカニカルステージや焦点ハンドル

を含む筐体部分から構成され、顕微ヘッド部分を筐

体から外した状態でも使用できる。対物レンズ（40

倍）を使用することで、照射径約50 µmという微小

領域の分析を可能にしている。《少女と白鳥》の測定

では、iRamanを接続したBAC151Cの顕微ヘッドを

自作の3軸微調整ステージに設置し、19点において

分析を実施した。このステージは、シグマ光機（株）

製の手動ステージと精密ラボジャッキを組み合わせ

た自作品である。レーザー出力は、絵画サンプルを用

いた予備実験の結果に基づき、熱負荷による損傷が

生じない30 mW（最大出力の10 %）以下に設定し

た。積算時間は100秒または300秒（実時間）とし

た。ラマン分光分析の参照物質として、市販品の顔

料および実験試薬を同じ条件で分析した。本稿内

でデータを提示する参照物質は以下のとおり。（株）

クサカベ製の顔料3種（フタロシアニンブルー：No. 

035、フタロシアニングリーン：No.083、およびウルト

ラマリン：No.021）、関東化学（株）製実験試薬1種

（アナターゼ型二酸化チタン：鹿1級）。

2-1-3. 結果と考察

本稿では、《少女と白鳥》上の4点（点A～D：図1参

照）で得られた分析結果を報告する。各測定点で撮

影された顕微鏡写真を図2にまとめた。点Aは、作品

左側側面の地塗りの露出部分である。この点の顕微

鏡写真（図2(a)および(b)）からは、わずかにクリーム

色がかった白色の地塗り層を視認できる。透過力の

高いX線を用いた分析では、絵画層の情報に加えて

下層からの信号も少なからず検出される。従って、蛍

光X線分析によって絵画層の元素情報を調べる際

には、地塗り層などの下層の分析は不可欠である。点

Bは、作品中央に描かれた白鳥の頭部である。この点

の顕微鏡写真（図2(c)および(d)）を見ると、マットな

質感の白色絵具が厚く塗り重ねられている様子を確

認できる。点Cは、白鳥の後方に寒色系の絵具で描

かれた木の一部である。点Cの顕微鏡写真（図2(e)

および(f)）からは、色調の異なるいくつかの青色系

の絵具を塗り重ねていることを確認した。点Dは、白

鳥の奥に描かれた緑色の草部分である。この点の顕

微鏡写真（図2(g)および(h)）より、緑色に濃淡は認

められるものの、明らかな色の斑はなく、青色と黄色

を混ぜて作られた色ではないと推定された。

これらの4点で得られた蛍光X線スペクトルを比

較する形で図3に示した。本研究では各測定点で3

種類の励起モードによる分析を実施しているが、こ

こでは軽元素の検出に適した白色X線励起モード

のスペクトルを図3(a)に、微量重元素の検出に優れ

た単色X線励起モードのスペクトルを図3(b)に示し

た。スペクトル上には様々な元素が検出されている

が、ここでは特徴的な元素にのみ着目する。点A（地

塗り部分）のスペクトル上には鉛PbのM線（Mα線：

2.3 keV）およびL線（Lα線：10.5 keV、Lβ線：12.6 

keVほか）が明瞭に検出され、シルバーホワイト（主

成分は塩基性炭酸鉛2PbCO3・Pb(OH)2）を含む白

色絵具による地塗りが施されているものと考えられ

る。一方、点B（白色部分）では鉛Pbの他にバリウム

BaのL線（Lα線：4.5 keV、Lβ1線：4.8keV、Lβ2線：

5. 2 keVほか）および 亜鉛ZnのK 線（Kα線：8.6 

keV、Kβ線：9.6 keV）が検出され、硫酸バリウム

BaSO4と硫化亜鉛ZnSを共沈させて得られる白色

顔料のリトポンか、硫酸バリウムBaSO 4と亜鉛 華

ZnOの混合物から成る白色絵具の利用が推定され

た。なお、“時代錯誤”の顔料の一つであるチタニウ

ムホワイトの主成分はチタンTiであるが、チタンTi

のKα線（4.5 keV）はバリウムBaのLα線とエネルギ

ー的に重複し、スペクトル上で区別することは難し

い。点C（青色部分）および点D（緑色部分）では、単

色X線励起モードで得られたスペクトル（図3(b)）上

で銅CuのKα線（8.0 keV）が微弱ながら検出され

た。第一段階の調査時に実施された非破壊・非接触

の蛍光X線分析（付録1を参照）では銅Cuに帰属で

きるピークは検出されていないが、本研究で用いた

装置は先述のように励起X線の単色化によって重元

素を高感度で検出できるという特長がある。銅Cuは

地塗り（点A）でもごくわずかに検出されているが、

絵画層の白色絵具（点B）には含まれない。従って、

この分析結果は青色絵具（点C）および緑色絵具（点

D）に銅Cuの化合物が含まれることを意味すると同

時に、それが主成分ではなく、ごくわずかな成分で

あることを示している。さらに、白色X線励起モード

で得られたスペクトル（図3(a)）を見てみると、点D

（緑色部分）では塩素ClのK線（Kα：2.6 keV）に帰

属されるピークが検出されており、塩素Clを含む何

らかの化合物の存在が示された。

蛍光Ｘ線分析によって示された青色絵具および

緑色絵具の組成的特徴は、“時代錯誤”な顔料であ

るフタロシアニンブルー（C32H16N8Cu）およびフタロ

シアニングリーン（C32H0-2N8Cl14-16Cu）の組成とも

対応している。ただし、言うまでもなく銅Cuや塩素

Clを含む化合物は無数に存在し、これらの“時代錯

誤”な顔料の存在を示すためには、より具体的に物

質の相を同定可能な分析手法が不可欠である。そこ

で、点C（青色部分）および点D（緑色部分）において

顕微ラマン分光分析を実施し、フタロシアニン化合

物を含む参照物質とスペクトルを比較した。まず、点

C（青色部分）で得られたラマンスペクトルを図4に

示した。スペクトル上に検出されたシャープな散乱ピ

ークのほとんどが、参照物質として測定したフタロシ

アニンブルーのものと一致した。なお、点Cのスペク

トル上に検出された約140 cm-1 と約540 cm-1 の散

乱ピークはフタロシアニンブルーのデータには見ら

れないが、これらはそれぞれアナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに帰属されるもの

と推定される。同様に、点D（緑色部分）のラマンス

ペクトルを図5に示した。こちらも、フタロシアニング

リーンに帰属できる多数の明瞭な散乱ピークが検出

された。また、点Cと同様に、アナターゼ型のチタニ

ウムホワイトおよびウルトラマリンに由来すると考え

られる散乱ピークも検出されている。

ここで問題となるのは、蛍光X線分析によって検

出された元素としての銅Cuがごく少量であったにも

かかわらず、顕微ラマン分光分析によって銅Cuを主

成分とするフタロシアニン系顔料の信号が明瞭に検

出されたという点である。一見すると分析結果に齟齬

が生じているように思えるが、この差は特定の物質

に対する分析手法ごとの感度の違い、あるいは分析

面積の違い（蛍光Ｘ線分析：約2 mm、顕微ラマン分

光分析：約50 µm）に起因するものと推定される。今

後、フタロシアニン化合物を含む各種顔料を用いた

検証により、分析法による検出能および感度の違い

を定量的に評価したい。

2-1-4. 小結

非破壊かつオンサイトの手法で行われた光学分

析調査により、《少女と白鳥》を1910年代のカンペン

ドンクによる作品に帰属すべきではないとする判断

の根拠となった“時代錯誤”な顔料が、作品の広範囲

に分布していることが実証された。作品の一部から

採取された絵具片の分析によって「点」の形で示さ

れていた可能性が、この調査を通じて「面」の形の理

解へと昇華されたと言えるだろう。前述のように、こ

の調査は《少女と白鳥》に用いられた材質や技法を

広く検証することを目的に行われており、本稿で示し

た“時代錯誤”な顔料以外にも様々な色料の推定に

成功している。その詳細については、改めて報告の

機会を設けたい。 

高知県立美術館では『特別展示・調査報告　再

考《少女と白鳥》　贋作を持つ美術館で贋作につい

て考える』の会期最終日に下記のシンポジウムを開

催した。ここでは登壇者の発表要旨（安田・田口・山

梨）を掲載するとともに、時間の制約で内容の割愛

が多かった発表（照井）を補填する寄稿を掲載する。

シンポジウム「美術館と贋作問題」

日時： 2025年10月19日（日）13:00～16:15

会場： 高知県立美術館 展示室D

主催： 高知県立美術館

共催： 京都大学大学院人間・環境学研究科附属

学術越境センター

登壇者： 安田篤生（高知県立美術館館長）

 田口かおり（修復家・京都大学准教授）

 山梨俊夫（元・国立国際美術館館長、一般

社団法人全国美術館会議事務局長）

 照井勝（弁護士、弁護士知財ネット理事）

発表要旨1：

経緯の報告と本日の主旨について

安田篤生

まずは当事者である高知県立美術館の代表とし

て、この件の経緯を簡単にご説明したい。

1993年に開館した高知県立美術館では作品収集

方針の一つに「表現主義及び新表現主義（ニュー・

ペインティング）の作品」を掲げている。そのうち「ド

イツ表現主義」に関してはヴァシリー・カンディンス

キー、パウル・クレー、マックス・ペヒシュタインらの

作品を収集してきたが、この方針に沿って1996年、

ハインリヒ・カンペンドンク（1889-1957）による1919

年の作品として《少女と白鳥》を購入した。当時集め

られる資料や情報ではカンペンドンクの作品と信じ

うるものだったのために購入に踏み切ったのだが、

2024年6月になって、ドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（1951-）がカンペンドンクと偽って

描いたものではないかという情報が寄せらた（ベル

トラッキは2010年にドイツで逮捕され5年間服役し、

現在は社会復帰している）。

当館ではただちにこのことを公表するとともに、あ

らためて真贋についての詳細な調査を行った。ベル

リン警察から提供されたベルトラッキの贋作制作に

関する詳細な情報に加え、田口かおり氏（修復家・京

都大学准教授）をはじめとする専門家・機関による科

学調査を経て、《少女と白鳥》が贋作であるとの結論

に至り、2025年3月にその旨を発表した次第である。

このたび開催した「再考《少女と白鳥》　贋作を持

つ美術館で贋作について考える」展は、そのような経

緯と調査の内容をみなさまにご覧いただけるように

するとともに、今昔および東西を問わず《贋作》が生

み出され続け、われわれ美術専門家も欺かれるとい

う歴史と事実をあらためて考え直したいという思い

から実施したものである。

本日のシンポジウムではまず、一般社団法人全国

美術館会議事務局長であり、国立国際美術館や神

奈川県立近代美術館の館長を歴任された山梨俊夫

氏に、美術史家の観点から贋作／偽物と真作／本物

についてお話いただく。続いて、本展監修もお願い

した田口かおり氏には《少女と白鳥》の科学分析結

果を中心にご報告いただく。最後に弁護士で弁護士

知財ネット理事の照井勝氏から、法の専門家の視点

でこの問題を語っていただく予定である。

展覧会と合わせてこのシンポジウムが、欺かれて

しまった自分たちへの戒めだけにとどまらず、芸術に

おける「贋作／偽物と真作／本物」をめぐる議論の

場になればと思う。

発表要旨2：

贋作をめぐって

山梨俊夫

真作は、作者その人が描いたもので、出来栄えは

別の問題となる。それに対して贋作は、一通りには括

れない。他人の作を意図的に真似る、画家育成の修

練として模写をする、作者を同定する鑑定に誤りが

生じる、複製技術の進展で真贋の見分けが難しい、

などの理由で真作ではない作品が生まれる。さらに

美術の基盤を歴史的に見れば、高名な作家（親方）

が率いる工房の分業体制で製作されながら親方の

名で作品が世に出る、真作と模倣のあいだに価値の

違いがほとんどない時代の作、といった真贋の境界

を曖昧にするさまざまな条件が見出される。しかし、

種々の状況で生まれた紛い物の作品が贋作として

扱われ、社会的な問題になるには、別の背景が大き

く作用している。この背景を大きく捉えてみれば、ふ

たつの要因に行き当たる。

ひとつは、19世紀西欧で育ってきた資本主義体制

のなかで、美術を対象にする市場経済が生まれたこ

と。市場では絵画や彫刻が作者の手から離れて独

立し市場の論理に委ねられて、商品として流通する

ようになったこと。

もうひとつは、近代社会の中で、芸術作品を創造

する作者のオリジナリティ=創造性、独異性が尊重

され重要な価値をもったこと。オリジナリティの価値

は現代でも強く信じられている。このことは芸術の

近代性と深く関わる。近代社会が形成されて、個人

が重視されるようになると、芸術のうえでも作者の個

性、その人でなければできないこと、その人らしさが

何よりも大事になる。他人の真似は退けられ、否定さ

れる。このオリジナリティの称揚が悪用されて贋作を

生む素地がつくり出される。そしてひとたび贋作が

市場に出れば、オリジナリティへの裏切りとして、同

時に詐欺的行為とし糾弾される。

このふたつの要件を背景にして、贋作は市場の論

理に乗って金銭に換えられ、社会問題となる。贋作

者、研究者の功名心、悪意ある画商の操作など、さ

らにいくつかの要素が絡むけれど、端的にいえば、

贋作は市場がつくるのである。

シンポジウムでは、こうした贋作の背景をなすふた

つの要件を中心に、国内外の過去の実例、筆者が遭

遇した事象を絡め、映像を交えた発表をした。

発表要旨3：

《少女と白鳥》を視る

田口かおり

本発表では、《少女と白鳥》の調査を実施した当事

者の立場から、真贋判定がどのような手順と判断の

積み重ねによって形づくられたのかを報告した。贋

作の検証は、様式的な「らしさ／らしくなさ」だけで

決着するものではない。画面上のモチーフの転用や

筆致、輪郭線や指先といった細部の不一致は重要

な手がかりとなるが、それらは過去の修復や古色づ

け、素材の経年変化、さらには鑑定者自身の先入観

によって揺らぎうる。形式分析の限界を踏まえつつ、

裏面に残された証拠物の検証、来歴の追跡、市場や

法的記録の照合、そして顔料分析をはじめとする科

学調査を重ね合わせることで、はじめて複数の証拠

が連関し、最終的な判断へと収斂していく。

《少女と白鳥》では、年代詐称の痕跡、来歴を偽装

するラベルやスタンプ、そして絵具に含まれる時代

錯誤的な成分という三点を主要な検証対象として調

査を実施した。古色づけなどの明確な年代偽装跡は

確 認されなかった一方 、裏 面には「 S a m m l u n g 

Flechtheim」と記された偽造ラベルや来歴を詐称

するスタンプが残されていた。さらに科学分析によ

り、チタニウムホワイトやフタロシアニン系顔料など、

1910年代の画家用材料として一般的ではない成分

が検出され、国外の先行事例とも整合する結果が得

られた。こうした複数の検証結果が相互に補強し合

うことで、本作をめぐる判断は物質的根拠に裏打ち

されたものとなった。

このようにして得られた結論を、展覧会というかた

ちでどのように提示するかが、「再考 《少女と白鳥》」

展におけるもう一つの重要な課題であった。展覧会

の焦点は、真贋をめぐる結論を示すことのみにはと

どまらず、そこに至る検証の過程と、作品上に残され

たさまざまな情報を来場者と共有し、再考の場を開

くことに置かれていた。制作、流通、保存修復の履歴

は、真贋を問わず、物質に刻まれる。そうした痕跡を

読み解くことは、作品そのものだけでなく、それを見

分け、扱い、位置づけてきた鑑定や保存、収蔵、展示

のあり方に目を向けることにもつながっていく。その

観点から本展では、物質性そのものに目を向ける比

較の場を設けた。実際に1910年頃に描かれた複数の

絵画作品と見比べながら、絵具層や支持体の構造や

組成に目を向けることは、私たちを「芸術作品とは何

か」という根源的な問いへと導く。贋作を収蔵した美

術館が、贋作について考えその検証過程を公開する

ことは、鑑賞者を含む私たち自身をこうした検証と比

較の過程に立ち会わせ、作品をめぐる物語を現在進

行形のものとして開いていく試みともいえるだろう。

寄稿：

「贋作」に関する法律問題

―主として著作権法の問題に関して

照井 勝（青山綜合法律事務所 弁護士）

１． はじめに

筆者は、2025年10月19日、高知県立美術館で開

催されたシンポジウム「美術館と贋作問題」（共催：

京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境

センター）に登壇する機会を得た。本稿は、当日筆者

が報告した際に、時間の制約上、詳細に説明するこ

とができなかった内容を補充するものである。

意外に感じられる方もいるかもしれないが、「盗

作」や「剽窃」と同様に、「贋作」という言葉は法律用

語ではない。そのため、日本の法令ではどこにも定義

もされていない。本稿では、「贋作」が主として著作

権法において、どのように評価されるのか、更には、

高知県立美術館が「贋作」である《少女と白鳥》を公

開し、今回のシンポジウムを開催した意義について

述べることとする。

２． 著作権法上の問題

法的に問題とされる「贋作」には、大きく分けて二

つのパターンがある。一つは、オリジナルの作品を基

にして 、それを可能な限り完 全に近い形で複 製

（デッドコピー）し、それを当該オリジナル作品その

ものとして販売等するパターンである。もう一つは、

オリジナルの作品自体は存在・現存しない又は行方

不明であることを奇貨として、当該作品の作家の作

風等を模倣しながら新たな作品を創作し、それを当

該作家の作品として販売等するパターンである。高

知県立美術館が1996年に購入した絵画《少女と白

鳥》は、後者に該当する。

（1） オリジナルの作品が存在する場合

この場合の著作権法上の取扱いは、比較的単純

である。著作権法に基づき、著作者は、創作と同時
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に著作権と著作者人格権を有することになる（著作

権法17条）(1)。美術業界の慣習により、作品そのもの

の所有権が転売等されたとしても、一度発生した著

作権は著作者である作家に帰属したままとなるのが

通常である。そのため、作品を複製（コピー）する「贋

作」は、通常、著作者が保有する複製権（著作権法

21条）(2)を侵害することになる。後にも述べるように、

著作権法という法律は、著作者の許諾を得ずに著作

物を利用することを原則として禁止する法律である。

いわずもがなではあるが、著作者が自らのオリジナ

ル作品を複製する贋作の制作を許諾することはあり

得ないだろう。ゆえに著作者は、「贋作」の作者に対

し、複製権侵害を理由として「贋作」の廃棄等の処

分を求める差止請求権、更には「贋作」の販売等によ

り生じた利益を損害賠償請求として求める権利を有

することになる。

なお、著作権侵害の責任を問いうるのは、著作権

が“生きている”ことが前提である。何故なら、著作権

は永遠に保護されるものではなく、保護期間という

一定の期間に限って保護されるためである。これは日

本だけでなく、期間の幅に差があるものの世界中の

著作権法が採用しているルールといって過言ではな

い。この点、日本の著作権法は暦年主義という考え方

を採用しており、創作の時から著作権法に基づく保

護が開始し、原則として著作者の死後、正確には亡く

なった年の翌年の1月1日から起算して、70年の間は

保護されることとなっている（著作権法51条）(3)。「贋

作」の基となったオリジナル作品が歴史的名画の場

合、著作者が既に物故している場合が少なくない。

では、その著作者の遺族は、「贋作」の作者に対し

て、著作権法に基づき一切の責任追及が不可能に

なるのであろうか。実は、一定の場合には保護が与え

られている。著作者の死後においても、著作者が存

しているとしたならばその著作者人格権の侵害とな

るべき行為がなされた場合、遺族は、差止請求、損害

賠償請求等をすることができる（著作権法116条及

び同60条）(4)。著作者は創作と同時に氏名表示権

（著作権法19条）などの著作者人格権を有する（著

作権法17条2項）が、当該人格権は一身専属的なも

のである。より端的に言えば、著作者固有の権利で

あり、その死去と共に消滅するというのが日本の著

作権法の原則である（著作権法59条）(5)。遺族に与

えられた上記権利は、当該原則の例外を成す救済

手段である。

ところで、「贋作」自体に著作権は生じないだろう

か。最終的な判断は事案毎に異なるものではあるも

のの、著作権が発生する場合は稀であろう。何故な

ら、「贋作」の作者は、販売等により何らかの利益の

取得を企図するのが通常であり、そのためには可能

な限りオリジナルの作品に似せてコピーする必要が

ある。つまり、オリジナルに似せれば似せるほど、必

然的に「贋作」そのものは創作性を有していないとい

う結論に近づくことになる。なお、如何なる場合に創

作性を有するのか、それによって著作権が生じるの

かという問題は、それ自体が深淵かつ難渋を極める

テーマであることもあり、本稿では直接取り扱わな

いこととする(6)。

（2） オリジナルが存在しない場合

より複雑な法律上の問題を提起するのは、オリジ

ナルが存在しない場合である。「贋作」がオリジナル

のコピーではない以上、オリジナルの著作者が上記

の複製権を主張することはできない。また、美術関

係の方々にとっては悩ましい結論であると想像する

が、作風や画風は著作権法によって保護される対象

とはされていない。そのため作風や画風が類似して

いたとしても、そのことをもって著作権侵害の責任を

問うことはできない。この結論は古くから裁判例に

よって認められており、学説においても広く支持され

てきたが、近時、文化庁により公表された見解におい

ても認められている(7)。倫理上の問題はさておき、著

作権法上は「贋作」自体がオリジナルの著作物とい

うことになる。

では、このような場合において、著作権法上は何ら

の手当てもなされていないのであろうか。作品に著作

者名が詐称されて使用された場合、刑事罰が科され

ると規定されている（著作権法121条）(8)が、これは

あくまでも刑事罰である。すなわち、国家により罰金

等が科されるに留まり、「贋作」の被害者である作家

自身には差止請求権や損害賠償請求権などの著作

権法上の救済手段は与えられていないのである(9)。

高知県立美術館が購入した絵画《少女と白鳥》の

場合は、ヴォルフガング・ベルトラッキが創作し、同

氏が著作者であり、（譲渡等の行為がなされていな

い限り）同氏が著作権を有していることになる。ここ

で我々は難問に直面することになる。それはまさしく

「再考《少女と白鳥》」の展覧会を開催するにあたっ

て、主催者である高知県立美術館の関係者が直面

し、かつ乗り越えた問題であると想像する。

複製権の箇所で述べたとおり、著作権法という法

律は、著作者の許諾を得ずに著作物を利用すること

は原則として禁止する法律である。では、「贋作」に

著作権が発生する場合、当該「贋作」を購入した美

術館等は、「贋作」の著作者の許諾を得ない限り、作

品を公表することはできないのであろうか。論点が

多岐に亘るため、ここでは「公表」と「引用」に焦点を

当てて論ずることとする。

「公表」は著作者人格権の一つである公表権の対

象となるものであるが、作品の譲渡等の処分がなさ

れた場合、公表に関して同意の推定があったと規定

されている（著作権法18条2項2号）。そのため、「贋

作」を購入した美術館等が「公表」に際して「贋作」

の著作者から同意を得ることは不要である。

では、「贋作」の写真や画像をパンフレットやウェ

ブサイト、更には画集等に「引用」することはどう考

えるべきであろうか。あらゆる原則に例外がある。著

作権法もその例外ではない。無許諾による利用を認

める制限規定の中核を占めるのが「引用」（著作権

法32条1項）に関する規定である。

著作権法32条1項の文言は、下記のとおりである。

「公表された著作物は、引用して利用することがで

きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他

の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので

なければならない。」

現行著作権法の根幹を成す規定は、1970年に成

立したものである。著作権法32条もその一つであ

り、当時の立法の文言がシンプルかつ抽象的なのは

否めない。そのため、「引用」に該当するか否かの判

断に関しては、裁判所による一種の法創造、それも

最高裁判所等の上級審により定立された規範が何

よりも重視される傾向にある。この点、実務において

は、昭和55年3月28日、マッド・アマノ事件において

最高裁判所により判示された規範が長きに亘り判断

基準として機能してきた。具体的には、①「引用して

利用する側の著作物と、引用されて利用される側の

著作物とを明瞭に区別して認識することができ」る

こと（明瞭区分性）、かつ②「両著作物の間に前者が

主、後者が従の関係があると認められる場合」（主従

関係）であることが必要であるとされてきた。筆者の

知る限り、当該基準は美術館等で著作物を「引用」

する際にも重視され、かつ現在でも当該基準に従っ

て判断される傾向にある。

しかしながら、当該判断基準は、上記著作権法32

条の文言に合致するものではない。のみならず、マッ

ド・アマノ事件で適用が問題となったのは、1970年

まで施行されていた旧著作権法であり、現行著作権

法に関して判断された判例ではない。少なくとも平

成22年10月13日、絵画鑑定証書事件において知的

財産高等裁判所により新たな基準が採用されて以

降、裁判所においてマッド・アマノ事件の判断基準

がそのまま採用されることはなくなっている。では、

新たな判断基準はどのような内容であろうか。それ

は条文の文言を手掛かりとして、利用の目的、その方

法・態様、利用される著作物の種類・性質、当該著作

物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を総合

考慮しようとする基準である。すなわち、上記マッド・

アマノ事件の①明瞭区分性及び②主従関係という

形式的な判断基準は、最早変容されたと評価でき

る。筆者が思うに、これは美術業界にとって朗報では

なかろうか。とりわけ②主従関係の存在は、「引用」

規定の適用範囲を極めて制限するものであった(10)。

無論、著作権者の側からすると「引用」の適用範囲が

広がるということは、自らの許諾なく著作物が利用さ

れることを意味する。そのため、かかる新基準に反対

あるいは異論があったとしても不思議ではない。し

かしながら、あらゆる創作物は“無”から生じるもの

ではない。著作者が血の滲むような努力をして創作

された作品も、決して著作者が全てをゼロから創作

したものではない。芸術作品の著作者は、その創作

過程を通して彼方を見渡すことができるかもしれな

い。だがそれは、偉大な、場合によっては名もなき先

人たちという巨人の肩に乗っていることの恩恵に他

ならない。ここで筆者が強調したいのは、誰しもが

「引用」という恩恵を蒙っていることを忘れてはいけ

ないということである。何よりも大事なことは如何に

バランスを図るかということであり、いみじくもそれ

は著作権法がその目的とするところに他ならない。

著作権法の目的を規定する1条は、下記のとおりで

ある。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送

及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接

する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ

て文化の発展に寄与することを目的とする。」

つまり、①著作者等の権利の保護と②引用等の

公正な利用の間のバランスを取り、もって③文化の

発展に寄与することを目的としているのである。著作

権法の究極の目的は、③文化の発展への寄与であ

り、その目的のために①著作者等の権利の保護も図

られているのである。このことは、美術業界に従事す

る方々に是非とも留意してもらいたい点である。筆者

の意見では、この20、30年で日本は過剰なまでに“コ

ンプライアンス”という言葉を尊重する社会となっ

た。決して誤解してもらいたくはないが、違法なこと、

不当なことを許容すべきというのではない。ただ、“コ

ンプライアンス”という言葉が独り歩きすることによ

り、思考が停止してしまう虞がないか、それによって

失われている価値がないかということによくよく目を

向けてもらいたいのである。例えば、「引用」の文言

が曖昧であるために、その適用を躊躇することに

よって、「文化の発展に寄与」する機会を喪失するこ

とにならないだろうか。上記のとおり、「引用」を定め

る著作権法32条1項は、「公正な慣行に合致するも

の」であることを求めている。では、「公正な慣行」を

確立し、維持していくのは誰であろうか。筆者は、そ

れは美術館を訪れる一般人だけでなく、美術業界

に従事する全ての者であると確信している。

3． 結びに

萎縮が蔓延する現代の日本社会において、高知県

立美術館が今回の展示、更には一連のシンポジウム

を企画・実施するに際しては、筆者の想像する以上

に様々な困難があったはずである。そんな困難の一

つ一つを乗り越え、のみならず京都大学准教授・田

口かおり氏による一連の調査活動を広く公開し、展

覧会で無料配布した冊子をウェブ上で公開するとい

う英断に心から最大限の賛辞を贈りたい。これこそ

まさに「公正な慣行に合致」し、「文化の発展に寄与」

するものに他ならないからだ。



高知県立美術館では『特別展示・調査報告　再

考《少女と白鳥》　贋作を持つ美術館で贋作につい

て考える』の会期最終日に下記のシンポジウムを開

催した。ここでは登壇者の発表要旨（安田・田口・山

梨）を掲載するとともに、時間の制約で内容の割愛

が多かった発表（照井）を補填する寄稿を掲載する。

シンポジウム「美術館と贋作問題」

日時： 2025年10月19日（日）13:00～16:15

会場： 高知県立美術館 展示室D

主催： 高知県立美術館

共催： 京都大学大学院人間・環境学研究科附属

学術越境センター

登壇者： 安田篤生（高知県立美術館館長）

 田口かおり（修復家・京都大学准教授）

 山梨俊夫（元・国立国際美術館館長、一般

社団法人全国美術館会議事務局長）

 照井勝（弁護士、弁護士知財ネット理事）

発表要旨1：

経緯の報告と本日の主旨について

安田篤生

まずは当事者である高知県立美術館の代表とし

て、この件の経緯を簡単にご説明したい。

1993年に開館した高知県立美術館では作品収集

方針の一つに「表現主義及び新表現主義（ニュー・

ペインティング）の作品」を掲げている。そのうち「ド

イツ表現主義」に関してはヴァシリー・カンディンス

キー、パウル・クレー、マックス・ペヒシュタインらの

作品を収集してきたが、この方針に沿って1996年、

ハインリヒ・カンペンドンク（1889-1957）による1919

年の作品として《少女と白鳥》を購入した。当時集め

られる資料や情報ではカンペンドンクの作品と信じ

うるものだったのために購入に踏み切ったのだが、

2024年6月になって、ドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（1951-）がカンペンドンクと偽って

描いたものではないかという情報が寄せらた（ベル

トラッキは2010年にドイツで逮捕され5年間服役し、

現在は社会復帰している）。

当館ではただちにこのことを公表するとともに、あ

らためて真贋についての詳細な調査を行った。ベル

リン警察から提供されたベルトラッキの贋作制作に

関する詳細な情報に加え、田口かおり氏（修復家・京

都大学准教授）をはじめとする専門家・機関による科

学調査を経て、《少女と白鳥》が贋作であるとの結論

に至り、2025年3月にその旨を発表した次第である。

このたび開催した「再考《少女と白鳥》　贋作を持

つ美術館で贋作について考える」展は、そのような経

緯と調査の内容をみなさまにご覧いただけるように

するとともに、今昔および東西を問わず《贋作》が生

み出され続け、われわれ美術専門家も欺かれるとい

う歴史と事実をあらためて考え直したいという思い

から実施したものである。

本日のシンポジウムではまず、一般社団法人全国

美術館会議事務局長であり、国立国際美術館や神

奈川県立近代美術館の館長を歴任された山梨俊夫

氏に、美術史家の観点から贋作／偽物と真作／本物

についてお話いただく。続いて、本展監修もお願い

した田口かおり氏には《少女と白鳥》の科学分析結

果を中心にご報告いただく。最後に弁護士で弁護士

知財ネット理事の照井勝氏から、法の専門家の視点

でこの問題を語っていただく予定である。

展覧会と合わせてこのシンポジウムが、欺かれて

しまった自分たちへの戒めだけにとどまらず、芸術に

おける「贋作／偽物と真作／本物」をめぐる議論の

場になればと思う。

発表要旨2：

贋作をめぐって

山梨俊夫

真作は、作者その人が描いたもので、出来栄えは

別の問題となる。それに対して贋作は、一通りには括

れない。他人の作を意図的に真似る、画家育成の修

練として模写をする、作者を同定する鑑定に誤りが

生じる、複製技術の進展で真贋の見分けが難しい、

などの理由で真作ではない作品が生まれる。さらに

美術の基盤を歴史的に見れば、高名な作家（親方）

が率いる工房の分業体制で製作されながら親方の

名で作品が世に出る、真作と模倣のあいだに価値の

違いがほとんどない時代の作、といった真贋の境界

を曖昧にするさまざまな条件が見出される。しかし、

種々の状況で生まれた紛い物の作品が贋作として

扱われ、社会的な問題になるには、別の背景が大き

く作用している。この背景を大きく捉えてみれば、ふ

たつの要因に行き当たる。

ひとつは、19世紀西欧で育ってきた資本主義体制

のなかで、美術を対象にする市場経済が生まれたこ

と。市場では絵画や彫刻が作者の手から離れて独

立し市場の論理に委ねられて、商品として流通する

ようになったこと。

もうひとつは、近代社会の中で、芸術作品を創造

する作者のオリジナリティ=創造性、独異性が尊重

され重要な価値をもったこと。オリジナリティの価値

は現代でも強く信じられている。このことは芸術の

近代性と深く関わる。近代社会が形成されて、個人

が重視されるようになると、芸術のうえでも作者の個

性、その人でなければできないこと、その人らしさが

何よりも大事になる。他人の真似は退けられ、否定さ

れる。このオリジナリティの称揚が悪用されて贋作を

生む素地がつくり出される。そしてひとたび贋作が

市場に出れば、オリジナリティへの裏切りとして、同

時に詐欺的行為とし糾弾される。

このふたつの要件を背景にして、贋作は市場の論

理に乗って金銭に換えられ、社会問題となる。贋作

者、研究者の功名心、悪意ある画商の操作など、さ

らにいくつかの要素が絡むけれど、端的にいえば、

贋作は市場がつくるのである。

シンポジウムでは、こうした贋作の背景をなすふた

つの要件を中心に、国内外の過去の実例、筆者が遭

遇した事象を絡め、映像を交えた発表をした。

発表要旨3：

《少女と白鳥》を視る

田口かおり

本発表では、《少女と白鳥》の調査を実施した当事

者の立場から、真贋判定がどのような手順と判断の

積み重ねによって形づくられたのかを報告した。贋

作の検証は、様式的な「らしさ／らしくなさ」だけで

決着するものではない。画面上のモチーフの転用や

筆致、輪郭線や指先といった細部の不一致は重要

な手がかりとなるが、それらは過去の修復や古色づ

け、素材の経年変化、さらには鑑定者自身の先入観

によって揺らぎうる。形式分析の限界を踏まえつつ、

裏面に残された証拠物の検証、来歴の追跡、市場や

法的記録の照合、そして顔料分析をはじめとする科

学調査を重ね合わせることで、はじめて複数の証拠

が連関し、最終的な判断へと収斂していく。

《少女と白鳥》では、年代詐称の痕跡、来歴を偽装

するラベルやスタンプ、そして絵具に含まれる時代

錯誤的な成分という三点を主要な検証対象として調

査を実施した。古色づけなどの明確な年代偽装跡は

確 認されなかった一方 、裏 面には「 S a m m l u n g 

Flechtheim」と記された偽造ラベルや来歴を詐称

するスタンプが残されていた。さらに科学分析によ

り、チタニウムホワイトやフタロシアニン系顔料など、

1910年代の画家用材料として一般的ではない成分

が検出され、国外の先行事例とも整合する結果が得

られた。こうした複数の検証結果が相互に補強し合

うことで、本作をめぐる判断は物質的根拠に裏打ち

されたものとなった。

このようにして得られた結論を、展覧会というかた

ちでどのように提示するかが、「再考 《少女と白鳥》」

展におけるもう一つの重要な課題であった。展覧会

の焦点は、真贋をめぐる結論を示すことのみにはと

どまらず、そこに至る検証の過程と、作品上に残され

たさまざまな情報を来場者と共有し、再考の場を開

くことに置かれていた。制作、流通、保存修復の履歴

は、真贋を問わず、物質に刻まれる。そうした痕跡を

読み解くことは、作品そのものだけでなく、それを見

分け、扱い、位置づけてきた鑑定や保存、収蔵、展示

のあり方に目を向けることにもつながっていく。その

観点から本展では、物質性そのものに目を向ける比

較の場を設けた。実際に1910年頃に描かれた複数の

絵画作品と見比べながら、絵具層や支持体の構造や

組成に目を向けることは、私たちを「芸術作品とは何

か」という根源的な問いへと導く。贋作を収蔵した美

術館が、贋作について考えその検証過程を公開する

ことは、鑑賞者を含む私たち自身をこうした検証と比

較の過程に立ち会わせ、作品をめぐる物語を現在進

行形のものとして開いていく試みともいえるだろう。

寄稿：

「贋作」に関する法律問題

―主として著作権法の問題に関して

照井 勝（青山綜合法律事務所 弁護士）

１． はじめに

筆者は、2025年10月19日、高知県立美術館で開

催されたシンポジウム「美術館と贋作問題」（共催：

京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境

センター）に登壇する機会を得た。本稿は、当日筆者

が報告した際に、時間の制約上、詳細に説明するこ

とができなかった内容を補充するものである。

意外に感じられる方もいるかもしれないが、「盗

作」や「剽窃」と同様に、「贋作」という言葉は法律用

語ではない。そのため、日本の法令ではどこにも定義

もされていない。本稿では、「贋作」が主として著作

権法において、どのように評価されるのか、更には、

高知県立美術館が「贋作」である《少女と白鳥》を公

開し、今回のシンポジウムを開催した意義について

述べることとする。

２． 著作権法上の問題

法的に問題とされる「贋作」には、大きく分けて二

つのパターンがある。一つは、オリジナルの作品を基

にして 、それを可能な限り完 全に近い形で複 製

（デッドコピー）し、それを当該オリジナル作品その

ものとして販売等するパターンである。もう一つは、

オリジナルの作品自体は存在・現存しない又は行方

不明であることを奇貨として、当該作品の作家の作

風等を模倣しながら新たな作品を創作し、それを当

該作家の作品として販売等するパターンである。高

知県立美術館が1996年に購入した絵画《少女と白

鳥》は、後者に該当する。

（1） オリジナルの作品が存在する場合

この場合の著作権法上の取扱いは、比較的単純

である。著作権法に基づき、著作者は、創作と同時

に著作権と著作者人格権を有することになる（著作

権法17条）(1)。美術業界の慣習により、作品そのもの

の所有権が転売等されたとしても、一度発生した著

作権は著作者である作家に帰属したままとなるのが

通常である。そのため、作品を複製（コピー）する「贋

作」は、通常、著作者が保有する複製権（著作権法

21条）(2)を侵害することになる。後にも述べるように、

著作権法という法律は、著作者の許諾を得ずに著作

物を利用することを原則として禁止する法律である。

いわずもがなではあるが、著作者が自らのオリジナ

ル作品を複製する贋作の制作を許諾することはあり

得ないだろう。ゆえに著作者は、「贋作」の作者に対

し、複製権侵害を理由として「贋作」の廃棄等の処

分を求める差止請求権、更には「贋作」の販売等によ

り生じた利益を損害賠償請求として求める権利を有

することになる。

なお、著作権侵害の責任を問いうるのは、著作権

が“生きている”ことが前提である。何故なら、著作権

は永遠に保護されるものではなく、保護期間という

一定の期間に限って保護されるためである。これは日

本だけでなく、期間の幅に差があるものの世界中の

著作権法が採用しているルールといって過言ではな

い。この点、日本の著作権法は暦年主義という考え方

を採用しており、創作の時から著作権法に基づく保

護が開始し、原則として著作者の死後、正確には亡く

なった年の翌年の1月1日から起算して、70年の間は

保護されることとなっている（著作権法51条）(3)。「贋

作」の基となったオリジナル作品が歴史的名画の場

合、著作者が既に物故している場合が少なくない。

では、その著作者の遺族は、「贋作」の作者に対し

て、著作権法に基づき一切の責任追及が不可能に

なるのであろうか。実は、一定の場合には保護が与え

られている。著作者の死後においても、著作者が存

しているとしたならばその著作者人格権の侵害とな

るべき行為がなされた場合、遺族は、差止請求、損害

賠償請求等をすることができる（著作権法116条及

び同60条）(4)。著作者は創作と同時に氏名表示権

（著作権法19条）などの著作者人格権を有する（著

作権法17条2項）が、当該人格権は一身専属的なも

のである。より端的に言えば、著作者固有の権利で

あり、その死去と共に消滅するというのが日本の著

作権法の原則である（著作権法59条）(5)。遺族に与
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えられた上記権利は、当該原則の例外を成す救済

手段である。

ところで、「贋作」自体に著作権は生じないだろう

か。最終的な判断は事案毎に異なるものではあるも

のの、著作権が発生する場合は稀であろう。何故な

ら、「贋作」の作者は、販売等により何らかの利益の

取得を企図するのが通常であり、そのためには可能

な限りオリジナルの作品に似せてコピーする必要が

ある。つまり、オリジナルに似せれば似せるほど、必

然的に「贋作」そのものは創作性を有していないとい

う結論に近づくことになる。なお、如何なる場合に創

作性を有するのか、それによって著作権が生じるの

かという問題は、それ自体が深淵かつ難渋を極める

テーマであることもあり、本稿では直接取り扱わな

いこととする(6)。

（2） オリジナルが存在しない場合

より複雑な法律上の問題を提起するのは、オリジ

ナルが存在しない場合である。「贋作」がオリジナル

のコピーではない以上、オリジナルの著作者が上記

の複製権を主張することはできない。また、美術関

係の方々にとっては悩ましい結論であると想像する

が、作風や画風は著作権法によって保護される対象

とはされていない。そのため作風や画風が類似して

いたとしても、そのことをもって著作権侵害の責任を

問うことはできない。この結論は古くから裁判例に

よって認められており、学説においても広く支持され

てきたが、近時、文化庁により公表された見解におい

ても認められている(7)。倫理上の問題はさておき、著

作権法上は「贋作」自体がオリジナルの著作物とい

うことになる。

では、このような場合において、著作権法上は何ら

の手当てもなされていないのであろうか。作品に著作

者名が詐称されて使用された場合、刑事罰が科され

ると規定されている（著作権法121条）(8)が、これは

あくまでも刑事罰である。すなわち、国家により罰金

等が科されるに留まり、「贋作」の被害者である作家

自身には差止請求権や損害賠償請求権などの著作

権法上の救済手段は与えられていないのである(9)。

高知県立美術館が購入した絵画《少女と白鳥》の

場合は、ヴォルフガング・ベルトラッキが創作し、同

氏が著作者であり、（譲渡等の行為がなされていな

い限り）同氏が著作権を有していることになる。ここ

で我々は難問に直面することになる。それはまさしく

「再考《少女と白鳥》」の展覧会を開催するにあたっ

て、主催者である高知県立美術館の関係者が直面

し、かつ乗り越えた問題であると想像する。

複製権の箇所で述べたとおり、著作権法という法

律は、著作者の許諾を得ずに著作物を利用すること

は原則として禁止する法律である。では、「贋作」に

著作権が発生する場合、当該「贋作」を購入した美

術館等は、「贋作」の著作者の許諾を得ない限り、作

品を公表することはできないのであろうか。論点が

多岐に亘るため、ここでは「公表」と「引用」に焦点を

当てて論ずることとする。

「公表」は著作者人格権の一つである公表権の対

象となるものであるが、作品の譲渡等の処分がなさ

れた場合、公表に関して同意の推定があったと規定

されている（著作権法18条2項2号）。そのため、「贋

作」を購入した美術館等が「公表」に際して「贋作」

の著作者から同意を得ることは不要である。

では、「贋作」の写真や画像をパンフレットやウェ

ブサイト、更には画集等に「引用」することはどう考

えるべきであろうか。あらゆる原則に例外がある。著

作権法もその例外ではない。無許諾による利用を認

める制限規定の中核を占めるのが「引用」（著作権

法32条1項）に関する規定である。

著作権法32条1項の文言は、下記のとおりである。

「公表された著作物は、引用して利用することがで

きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他

の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので

なければならない。」

現行著作権法の根幹を成す規定は、1970年に成

立したものである。著作権法32条もその一つであ

り、当時の立法の文言がシンプルかつ抽象的なのは

否めない。そのため、「引用」に該当するか否かの判

断に関しては、裁判所による一種の法創造、それも

最高裁判所等の上級審により定立された規範が何

よりも重視される傾向にある。この点、実務において

は、昭和55年3月28日、マッド・アマノ事件において

最高裁判所により判示された規範が長きに亘り判断

基準として機能してきた。具体的には、①「引用して

利用する側の著作物と、引用されて利用される側の

著作物とを明瞭に区別して認識することができ」る

こと（明瞭区分性）、かつ②「両著作物の間に前者が

主、後者が従の関係があると認められる場合」（主従

関係）であることが必要であるとされてきた。筆者の

知る限り、当該基準は美術館等で著作物を「引用」

する際にも重視され、かつ現在でも当該基準に従っ

て判断される傾向にある。

しかしながら、当該判断基準は、上記著作権法32

条の文言に合致するものではない。のみならず、マッ

ド・アマノ事件で適用が問題となったのは、1970年

まで施行されていた旧著作権法であり、現行著作権

法に関して判断された判例ではない。少なくとも平

成22年10月13日、絵画鑑定証書事件において知的

財産高等裁判所により新たな基準が採用されて以

降、裁判所においてマッド・アマノ事件の判断基準

がそのまま採用されることはなくなっている。では、

新たな判断基準はどのような内容であろうか。それ

は条文の文言を手掛かりとして、利用の目的、その方

法・態様、利用される著作物の種類・性質、当該著作

物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を総合

考慮しようとする基準である。すなわち、上記マッド・

アマノ事件の①明瞭区分性及び②主従関係という

形式的な判断基準は、最早変容されたと評価でき

る。筆者が思うに、これは美術業界にとって朗報では

なかろうか。とりわけ②主従関係の存在は、「引用」

規定の適用範囲を極めて制限するものであった(10)。

無論、著作権者の側からすると「引用」の適用範囲が

広がるということは、自らの許諾なく著作物が利用さ

れることを意味する。そのため、かかる新基準に反対

あるいは異論があったとしても不思議ではない。し

かしながら、あらゆる創作物は“無”から生じるもの

ではない。著作者が血の滲むような努力をして創作

された作品も、決して著作者が全てをゼロから創作

したものではない。芸術作品の著作者は、その創作

過程を通して彼方を見渡すことができるかもしれな

い。だがそれは、偉大な、場合によっては名もなき先

人たちという巨人の肩に乗っていることの恩恵に他

ならない。ここで筆者が強調したいのは、誰しもが

「引用」という恩恵を蒙っていることを忘れてはいけ

ないということである。何よりも大事なことは如何に

バランスを図るかということであり、いみじくもそれ

は著作権法がその目的とするところに他ならない。

著作権法の目的を規定する1条は、下記のとおりで

ある。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送

(1) 第十七条
1 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）並びに第二十一条か
ら第二十八条までに規定する権利（以下「著作権」という。）を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

(2) 第二十一条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(3) 第五十一条
1 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後（共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第
一項において同じ。）七十年を経過するまでの間、存続する。

(4) 第百十六条
1 著作者又は実演家の死後においては、その遺族（死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。
以下この条において同じ。）は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするお
それがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しく
は第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に
定めた場合は、その順序とする。
3 著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、そ
の指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した後（その経過する時に遺族
が存する場合にあつては、その存しなくなつた後）においては、その請求をすることができない。
第六十条　
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばそ
の著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為
が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

(5) 第五十九条
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接

する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ

て文化の発展に寄与することを目的とする。」

つまり、①著作者等の権利の保護と②引用等の

公正な利用の間のバランスを取り、もって③文化の

発展に寄与することを目的としているのである。著作

権法の究極の目的は、③文化の発展への寄与であ

り、その目的のために①著作者等の権利の保護も図

られているのである。このことは、美術業界に従事す

る方々に是非とも留意してもらいたい点である。筆者

の意見では、この20、30年で日本は過剰なまでに“コ

ンプライアンス”という言葉を尊重する社会となっ

た。決して誤解してもらいたくはないが、違法なこと、

不当なことを許容すべきというのではない。ただ、“コ

ンプライアンス”という言葉が独り歩きすることによ

り、思考が停止してしまう虞がないか、それによって

失われている価値がないかということによくよく目を

向けてもらいたいのである。例えば、「引用」の文言

が曖昧であるために、その適用を躊躇することに

よって、「文化の発展に寄与」する機会を喪失するこ

とにならないだろうか。上記のとおり、「引用」を定め

る著作権法32条1項は、「公正な慣行に合致するも

の」であることを求めている。では、「公正な慣行」を

確立し、維持していくのは誰であろうか。筆者は、そ

れは美術館を訪れる一般人だけでなく、美術業界

に従事する全ての者であると確信している。

3． 結びに

萎縮が蔓延する現代の日本社会において、高知県

立美術館が今回の展示、更には一連のシンポジウム

を企画・実施するに際しては、筆者の想像する以上

に様々な困難があったはずである。そんな困難の一

つ一つを乗り越え、のみならず京都大学准教授・田

口かおり氏による一連の調査活動を広く公開し、展

覧会で無料配布した冊子をウェブ上で公開するとい

う英断に心から最大限の賛辞を贈りたい。これこそ

まさに「公正な慣行に合致」し、「文化の発展に寄与」

するものに他ならないからだ。



高知県立美術館では『特別展示・調査報告　再

考《少女と白鳥》　贋作を持つ美術館で贋作につい

て考える』の会期最終日に下記のシンポジウムを開

催した。ここでは登壇者の発表要旨（安田・田口・山

梨）を掲載するとともに、時間の制約で内容の割愛

が多かった発表（照井）を補填する寄稿を掲載する。

シンポジウム「美術館と贋作問題」

日時： 2025年10月19日（日）13:00～16:15

会場： 高知県立美術館 展示室D

主催： 高知県立美術館

共催： 京都大学大学院人間・環境学研究科附属

学術越境センター

登壇者： 安田篤生（高知県立美術館館長）

 田口かおり（修復家・京都大学准教授）

 山梨俊夫（元・国立国際美術館館長、一般

社団法人全国美術館会議事務局長）

 照井勝（弁護士、弁護士知財ネット理事）

発表要旨1：

経緯の報告と本日の主旨について

安田篤生

まずは当事者である高知県立美術館の代表とし

て、この件の経緯を簡単にご説明したい。

1993年に開館した高知県立美術館では作品収集

方針の一つに「表現主義及び新表現主義（ニュー・

ペインティング）の作品」を掲げている。そのうち「ド

イツ表現主義」に関してはヴァシリー・カンディンス

キー、パウル・クレー、マックス・ペヒシュタインらの

作品を収集してきたが、この方針に沿って1996年、

ハインリヒ・カンペンドンク（1889-1957）による1919

年の作品として《少女と白鳥》を購入した。当時集め

られる資料や情報ではカンペンドンクの作品と信じ

うるものだったのために購入に踏み切ったのだが、

2024年6月になって、ドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（1951-）がカンペンドンクと偽って

描いたものではないかという情報が寄せらた（ベル

トラッキは2010年にドイツで逮捕され5年間服役し、

現在は社会復帰している）。

当館ではただちにこのことを公表するとともに、あ

らためて真贋についての詳細な調査を行った。ベル

リン警察から提供されたベルトラッキの贋作制作に

関する詳細な情報に加え、田口かおり氏（修復家・京

都大学准教授）をはじめとする専門家・機関による科

学調査を経て、《少女と白鳥》が贋作であるとの結論

に至り、2025年3月にその旨を発表した次第である。

このたび開催した「再考《少女と白鳥》　贋作を持

つ美術館で贋作について考える」展は、そのような経

緯と調査の内容をみなさまにご覧いただけるように

するとともに、今昔および東西を問わず《贋作》が生

み出され続け、われわれ美術専門家も欺かれるとい

う歴史と事実をあらためて考え直したいという思い

から実施したものである。

本日のシンポジウムではまず、一般社団法人全国

美術館会議事務局長であり、国立国際美術館や神

奈川県立近代美術館の館長を歴任された山梨俊夫

氏に、美術史家の観点から贋作／偽物と真作／本物

についてお話いただく。続いて、本展監修もお願い

した田口かおり氏には《少女と白鳥》の科学分析結

果を中心にご報告いただく。最後に弁護士で弁護士

知財ネット理事の照井勝氏から、法の専門家の視点

でこの問題を語っていただく予定である。

展覧会と合わせてこのシンポジウムが、欺かれて

しまった自分たちへの戒めだけにとどまらず、芸術に

おける「贋作／偽物と真作／本物」をめぐる議論の

場になればと思う。

発表要旨2：

贋作をめぐって

山梨俊夫

真作は、作者その人が描いたもので、出来栄えは

別の問題となる。それに対して贋作は、一通りには括

れない。他人の作を意図的に真似る、画家育成の修

練として模写をする、作者を同定する鑑定に誤りが

生じる、複製技術の進展で真贋の見分けが難しい、

などの理由で真作ではない作品が生まれる。さらに

美術の基盤を歴史的に見れば、高名な作家（親方）

が率いる工房の分業体制で製作されながら親方の

名で作品が世に出る、真作と模倣のあいだに価値の

違いがほとんどない時代の作、といった真贋の境界

を曖昧にするさまざまな条件が見出される。しかし、

種々の状況で生まれた紛い物の作品が贋作として

扱われ、社会的な問題になるには、別の背景が大き

く作用している。この背景を大きく捉えてみれば、ふ

たつの要因に行き当たる。

ひとつは、19世紀西欧で育ってきた資本主義体制

のなかで、美術を対象にする市場経済が生まれたこ

と。市場では絵画や彫刻が作者の手から離れて独

立し市場の論理に委ねられて、商品として流通する

ようになったこと。

もうひとつは、近代社会の中で、芸術作品を創造

する作者のオリジナリティ=創造性、独異性が尊重

され重要な価値をもったこと。オリジナリティの価値

は現代でも強く信じられている。このことは芸術の

近代性と深く関わる。近代社会が形成されて、個人

が重視されるようになると、芸術のうえでも作者の個

性、その人でなければできないこと、その人らしさが

何よりも大事になる。他人の真似は退けられ、否定さ

れる。このオリジナリティの称揚が悪用されて贋作を

生む素地がつくり出される。そしてひとたび贋作が

市場に出れば、オリジナリティへの裏切りとして、同

時に詐欺的行為とし糾弾される。

このふたつの要件を背景にして、贋作は市場の論

理に乗って金銭に換えられ、社会問題となる。贋作

者、研究者の功名心、悪意ある画商の操作など、さ

らにいくつかの要素が絡むけれど、端的にいえば、

贋作は市場がつくるのである。

シンポジウムでは、こうした贋作の背景をなすふた

つの要件を中心に、国内外の過去の実例、筆者が遭

遇した事象を絡め、映像を交えた発表をした。

発表要旨3：

《少女と白鳥》を視る

田口かおり

本発表では、《少女と白鳥》の調査を実施した当事

者の立場から、真贋判定がどのような手順と判断の

積み重ねによって形づくられたのかを報告した。贋

作の検証は、様式的な「らしさ／らしくなさ」だけで

決着するものではない。画面上のモチーフの転用や

筆致、輪郭線や指先といった細部の不一致は重要

な手がかりとなるが、それらは過去の修復や古色づ

け、素材の経年変化、さらには鑑定者自身の先入観

によって揺らぎうる。形式分析の限界を踏まえつつ、

裏面に残された証拠物の検証、来歴の追跡、市場や

法的記録の照合、そして顔料分析をはじめとする科

学調査を重ね合わせることで、はじめて複数の証拠

が連関し、最終的な判断へと収斂していく。

《少女と白鳥》では、年代詐称の痕跡、来歴を偽装

するラベルやスタンプ、そして絵具に含まれる時代

錯誤的な成分という三点を主要な検証対象として調

査を実施した。古色づけなどの明確な年代偽装跡は

確 認されなかった一方 、裏 面には「 S a m m l u n g 

Flechtheim」と記された偽造ラベルや来歴を詐称

するスタンプが残されていた。さらに科学分析によ

り、チタニウムホワイトやフタロシアニン系顔料など、

1910年代の画家用材料として一般的ではない成分

が検出され、国外の先行事例とも整合する結果が得

られた。こうした複数の検証結果が相互に補強し合

うことで、本作をめぐる判断は物質的根拠に裏打ち

されたものとなった。

このようにして得られた結論を、展覧会というかた

ちでどのように提示するかが、「再考 《少女と白鳥》」

展におけるもう一つの重要な課題であった。展覧会

の焦点は、真贋をめぐる結論を示すことのみにはと

どまらず、そこに至る検証の過程と、作品上に残され

たさまざまな情報を来場者と共有し、再考の場を開

くことに置かれていた。制作、流通、保存修復の履歴

は、真贋を問わず、物質に刻まれる。そうした痕跡を

読み解くことは、作品そのものだけでなく、それを見

分け、扱い、位置づけてきた鑑定や保存、収蔵、展示

のあり方に目を向けることにもつながっていく。その

観点から本展では、物質性そのものに目を向ける比

較の場を設けた。実際に1910年頃に描かれた複数の

絵画作品と見比べながら、絵具層や支持体の構造や

組成に目を向けることは、私たちを「芸術作品とは何

か」という根源的な問いへと導く。贋作を収蔵した美

術館が、贋作について考えその検証過程を公開する

ことは、鑑賞者を含む私たち自身をこうした検証と比

較の過程に立ち会わせ、作品をめぐる物語を現在進

行形のものとして開いていく試みともいえるだろう。

寄稿：

「贋作」に関する法律問題

―主として著作権法の問題に関して

照井 勝（青山綜合法律事務所 弁護士）

１． はじめに

筆者は、2025年10月19日、高知県立美術館で開

催されたシンポジウム「美術館と贋作問題」（共催：

京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境

センター）に登壇する機会を得た。本稿は、当日筆者

が報告した際に、時間の制約上、詳細に説明するこ

とができなかった内容を補充するものである。

意外に感じられる方もいるかもしれないが、「盗

作」や「剽窃」と同様に、「贋作」という言葉は法律用

語ではない。そのため、日本の法令ではどこにも定義

もされていない。本稿では、「贋作」が主として著作

権法において、どのように評価されるのか、更には、

高知県立美術館が「贋作」である《少女と白鳥》を公

開し、今回のシンポジウムを開催した意義について

述べることとする。

２． 著作権法上の問題

法的に問題とされる「贋作」には、大きく分けて二

つのパターンがある。一つは、オリジナルの作品を基

にして 、それを可能な限り完 全に近い形で複 製

（デッドコピー）し、それを当該オリジナル作品その

ものとして販売等するパターンである。もう一つは、

オリジナルの作品自体は存在・現存しない又は行方

不明であることを奇貨として、当該作品の作家の作

風等を模倣しながら新たな作品を創作し、それを当

該作家の作品として販売等するパターンである。高

知県立美術館が1996年に購入した絵画《少女と白

鳥》は、後者に該当する。

（1） オリジナルの作品が存在する場合

この場合の著作権法上の取扱いは、比較的単純

である。著作権法に基づき、著作者は、創作と同時

に著作権と著作者人格権を有することになる（著作

権法17条）(1)。美術業界の慣習により、作品そのもの

の所有権が転売等されたとしても、一度発生した著

作権は著作者である作家に帰属したままとなるのが

通常である。そのため、作品を複製（コピー）する「贋

作」は、通常、著作者が保有する複製権（著作権法

21条）(2)を侵害することになる。後にも述べるように、

著作権法という法律は、著作者の許諾を得ずに著作

物を利用することを原則として禁止する法律である。

いわずもがなではあるが、著作者が自らのオリジナ

ル作品を複製する贋作の制作を許諾することはあり

得ないだろう。ゆえに著作者は、「贋作」の作者に対

し、複製権侵害を理由として「贋作」の廃棄等の処

分を求める差止請求権、更には「贋作」の販売等によ

り生じた利益を損害賠償請求として求める権利を有

することになる。

なお、著作権侵害の責任を問いうるのは、著作権

が“生きている”ことが前提である。何故なら、著作権

は永遠に保護されるものではなく、保護期間という

一定の期間に限って保護されるためである。これは日

本だけでなく、期間の幅に差があるものの世界中の

著作権法が採用しているルールといって過言ではな

い。この点、日本の著作権法は暦年主義という考え方

を採用しており、創作の時から著作権法に基づく保

護が開始し、原則として著作者の死後、正確には亡く

なった年の翌年の1月1日から起算して、70年の間は

保護されることとなっている（著作権法51条）(3)。「贋

作」の基となったオリジナル作品が歴史的名画の場

合、著作者が既に物故している場合が少なくない。

では、その著作者の遺族は、「贋作」の作者に対し

て、著作権法に基づき一切の責任追及が不可能に

なるのであろうか。実は、一定の場合には保護が与え

られている。著作者の死後においても、著作者が存

しているとしたならばその著作者人格権の侵害とな

るべき行為がなされた場合、遺族は、差止請求、損害

賠償請求等をすることができる（著作権法116条及

び同60条）(4)。著作者は創作と同時に氏名表示権

（著作権法19条）などの著作者人格権を有する（著

作権法17条2項）が、当該人格権は一身専属的なも

のである。より端的に言えば、著作者固有の権利で

あり、その死去と共に消滅するというのが日本の著

作権法の原則である（著作権法59条）(5)。遺族に与
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えられた上記権利は、当該原則の例外を成す救済

手段である。

ところで、「贋作」自体に著作権は生じないだろう

か。最終的な判断は事案毎に異なるものではあるも

のの、著作権が発生する場合は稀であろう。何故な

ら、「贋作」の作者は、販売等により何らかの利益の

取得を企図するのが通常であり、そのためには可能

な限りオリジナルの作品に似せてコピーする必要が

ある。つまり、オリジナルに似せれば似せるほど、必

然的に「贋作」そのものは創作性を有していないとい

う結論に近づくことになる。なお、如何なる場合に創

作性を有するのか、それによって著作権が生じるの

かという問題は、それ自体が深淵かつ難渋を極める

テーマであることもあり、本稿では直接取り扱わな

いこととする(6)。

（2） オリジナルが存在しない場合

より複雑な法律上の問題を提起するのは、オリジ

ナルが存在しない場合である。「贋作」がオリジナル

のコピーではない以上、オリジナルの著作者が上記

の複製権を主張することはできない。また、美術関

係の方々にとっては悩ましい結論であると想像する

が、作風や画風は著作権法によって保護される対象

とはされていない。そのため作風や画風が類似して

いたとしても、そのことをもって著作権侵害の責任を

問うことはできない。この結論は古くから裁判例に

よって認められており、学説においても広く支持され

てきたが、近時、文化庁により公表された見解におい

ても認められている(7)。倫理上の問題はさておき、著

作権法上は「贋作」自体がオリジナルの著作物とい

うことになる。

では、このような場合において、著作権法上は何ら

の手当てもなされていないのであろうか。作品に著作

者名が詐称されて使用された場合、刑事罰が科され

ると規定されている（著作権法121条）(8)が、これは

あくまでも刑事罰である。すなわち、国家により罰金

等が科されるに留まり、「贋作」の被害者である作家

自身には差止請求権や損害賠償請求権などの著作

権法上の救済手段は与えられていないのである(9)。

高知県立美術館が購入した絵画《少女と白鳥》の

場合は、ヴォルフガング・ベルトラッキが創作し、同

氏が著作者であり、（譲渡等の行為がなされていな

い限り）同氏が著作権を有していることになる。ここ

で我々は難問に直面することになる。それはまさしく

「再考《少女と白鳥》」の展覧会を開催するにあたっ

て、主催者である高知県立美術館の関係者が直面

し、かつ乗り越えた問題であると想像する。

複製権の箇所で述べたとおり、著作権法という法

律は、著作者の許諾を得ずに著作物を利用すること

は原則として禁止する法律である。では、「贋作」に

著作権が発生する場合、当該「贋作」を購入した美

術館等は、「贋作」の著作者の許諾を得ない限り、作

品を公表することはできないのであろうか。論点が

多岐に亘るため、ここでは「公表」と「引用」に焦点を

当てて論ずることとする。

「公表」は著作者人格権の一つである公表権の対

象となるものであるが、作品の譲渡等の処分がなさ

れた場合、公表に関して同意の推定があったと規定

されている（著作権法18条2項2号）。そのため、「贋

作」を購入した美術館等が「公表」に際して「贋作」

の著作者から同意を得ることは不要である。

では、「贋作」の写真や画像をパンフレットやウェ

ブサイト、更には画集等に「引用」することはどう考

えるべきであろうか。あらゆる原則に例外がある。著

作権法もその例外ではない。無許諾による利用を認

める制限規定の中核を占めるのが「引用」（著作権

法32条1項）に関する規定である。

著作権法32条1項の文言は、下記のとおりである。

「公表された著作物は、引用して利用することがで

きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他

の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので

なければならない。」

現行著作権法の根幹を成す規定は、1970年に成

立したものである。著作権法32条もその一つであ

り、当時の立法の文言がシンプルかつ抽象的なのは

否めない。そのため、「引用」に該当するか否かの判

断に関しては、裁判所による一種の法創造、それも

最高裁判所等の上級審により定立された規範が何

よりも重視される傾向にある。この点、実務において

は、昭和55年3月28日、マッド・アマノ事件において

最高裁判所により判示された規範が長きに亘り判断

基準として機能してきた。具体的には、①「引用して

利用する側の著作物と、引用されて利用される側の

著作物とを明瞭に区別して認識することができ」る

こと（明瞭区分性）、かつ②「両著作物の間に前者が

主、後者が従の関係があると認められる場合」（主従

関係）であることが必要であるとされてきた。筆者の

知る限り、当該基準は美術館等で著作物を「引用」

する際にも重視され、かつ現在でも当該基準に従っ

て判断される傾向にある。

しかしながら、当該判断基準は、上記著作権法32

条の文言に合致するものではない。のみならず、マッ

ド・アマノ事件で適用が問題となったのは、1970年

まで施行されていた旧著作権法であり、現行著作権

法に関して判断された判例ではない。少なくとも平

成22年10月13日、絵画鑑定証書事件において知的

財産高等裁判所により新たな基準が採用されて以

降、裁判所においてマッド・アマノ事件の判断基準

がそのまま採用されることはなくなっている。では、

新たな判断基準はどのような内容であろうか。それ

は条文の文言を手掛かりとして、利用の目的、その方

法・態様、利用される著作物の種類・性質、当該著作

物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を総合

考慮しようとする基準である。すなわち、上記マッド・

アマノ事件の①明瞭区分性及び②主従関係という

形式的な判断基準は、最早変容されたと評価でき

る。筆者が思うに、これは美術業界にとって朗報では

なかろうか。とりわけ②主従関係の存在は、「引用」

規定の適用範囲を極めて制限するものであった(10)。

無論、著作権者の側からすると「引用」の適用範囲が

広がるということは、自らの許諾なく著作物が利用さ

れることを意味する。そのため、かかる新基準に反対

あるいは異論があったとしても不思議ではない。し

かしながら、あらゆる創作物は“無”から生じるもの

ではない。著作者が血の滲むような努力をして創作

された作品も、決して著作者が全てをゼロから創作

したものではない。芸術作品の著作者は、その創作

過程を通して彼方を見渡すことができるかもしれな

い。だがそれは、偉大な、場合によっては名もなき先

人たちという巨人の肩に乗っていることの恩恵に他

ならない。ここで筆者が強調したいのは、誰しもが

「引用」という恩恵を蒙っていることを忘れてはいけ

ないということである。何よりも大事なことは如何に

バランスを図るかということであり、いみじくもそれ

は著作権法がその目的とするところに他ならない。

著作権法の目的を規定する1条は、下記のとおりで

ある。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送

及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接

する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ

て文化の発展に寄与することを目的とする。」

つまり、①著作者等の権利の保護と②引用等の

公正な利用の間のバランスを取り、もって③文化の

発展に寄与することを目的としているのである。著作

権法の究極の目的は、③文化の発展への寄与であ

り、その目的のために①著作者等の権利の保護も図

られているのである。このことは、美術業界に従事す

る方々に是非とも留意してもらいたい点である。筆者

の意見では、この20、30年で日本は過剰なまでに“コ

ンプライアンス”という言葉を尊重する社会となっ

た。決して誤解してもらいたくはないが、違法なこと、

不当なことを許容すべきというのではない。ただ、“コ

ンプライアンス”という言葉が独り歩きすることによ

り、思考が停止してしまう虞がないか、それによって

失われている価値がないかということによくよく目を

向けてもらいたいのである。例えば、「引用」の文言

が曖昧であるために、その適用を躊躇することに

よって、「文化の発展に寄与」する機会を喪失するこ

とにならないだろうか。上記のとおり、「引用」を定め

る著作権法32条1項は、「公正な慣行に合致するも

の」であることを求めている。では、「公正な慣行」を

確立し、維持していくのは誰であろうか。筆者は、そ

れは美術館を訪れる一般人だけでなく、美術業界

に従事する全ての者であると確信している。

3． 結びに

萎縮が蔓延する現代の日本社会において、高知県

立美術館が今回の展示、更には一連のシンポジウム

を企画・実施するに際しては、筆者の想像する以上

に様々な困難があったはずである。そんな困難の一

つ一つを乗り越え、のみならず京都大学准教授・田

口かおり氏による一連の調査活動を広く公開し、展

覧会で無料配布した冊子をウェブ上で公開するとい

う英断に心から最大限の賛辞を贈りたい。これこそ

まさに「公正な慣行に合致」し、「文化の発展に寄与」

するものに他ならないからだ。

(6) 近時のAIの急激な進歩により、著作権法に定める「創作」とは何か、という基本問題が再検討を余儀なくされていることについては、こ
こで指摘しておく。

(7) 文化審議会著作権分科会法制度小委員会『AIと著作権に関する考え方について』（令和6年3月15日）23頁参照
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

(8) 第百二十一条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物（原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変
名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。）を頒布した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。

(9) なお、著作権法に基づき保護されないとしても、民法の不法行為（民法709条）等の法律構成により救済される可能性はある。



高知県立美術館では『特別展示・調査報告　再

考《少女と白鳥》　贋作を持つ美術館で贋作につい

て考える』の会期最終日に下記のシンポジウムを開

催した。ここでは登壇者の発表要旨（安田・田口・山

梨）を掲載するとともに、時間の制約で内容の割愛

が多かった発表（照井）を補填する寄稿を掲載する。

シンポジウム「美術館と贋作問題」

日時： 2025年10月19日（日）13:00～16:15

会場： 高知県立美術館 展示室D

主催： 高知県立美術館

共催： 京都大学大学院人間・環境学研究科附属

学術越境センター

登壇者： 安田篤生（高知県立美術館館長）

 田口かおり（修復家・京都大学准教授）

 山梨俊夫（元・国立国際美術館館長、一般

社団法人全国美術館会議事務局長）

 照井勝（弁護士、弁護士知財ネット理事）

発表要旨1：

経緯の報告と本日の主旨について

安田篤生

まずは当事者である高知県立美術館の代表とし

て、この件の経緯を簡単にご説明したい。

1993年に開館した高知県立美術館では作品収集

方針の一つに「表現主義及び新表現主義（ニュー・

ペインティング）の作品」を掲げている。そのうち「ド

イツ表現主義」に関してはヴァシリー・カンディンス

キー、パウル・クレー、マックス・ペヒシュタインらの

作品を収集してきたが、この方針に沿って1996年、

ハインリヒ・カンペンドンク（1889-1957）による1919

年の作品として《少女と白鳥》を購入した。当時集め

られる資料や情報ではカンペンドンクの作品と信じ

うるものだったのために購入に踏み切ったのだが、

2024年6月になって、ドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（1951-）がカンペンドンクと偽って

描いたものではないかという情報が寄せらた（ベル

トラッキは2010年にドイツで逮捕され5年間服役し、

現在は社会復帰している）。

当館ではただちにこのことを公表するとともに、あ

らためて真贋についての詳細な調査を行った。ベル

リン警察から提供されたベルトラッキの贋作制作に

関する詳細な情報に加え、田口かおり氏（修復家・京

都大学准教授）をはじめとする専門家・機関による科

学調査を経て、《少女と白鳥》が贋作であるとの結論

に至り、2025年3月にその旨を発表した次第である。

このたび開催した「再考《少女と白鳥》　贋作を持

つ美術館で贋作について考える」展は、そのような経

緯と調査の内容をみなさまにご覧いただけるように

するとともに、今昔および東西を問わず《贋作》が生

み出され続け、われわれ美術専門家も欺かれるとい

う歴史と事実をあらためて考え直したいという思い

から実施したものである。

本日のシンポジウムではまず、一般社団法人全国

美術館会議事務局長であり、国立国際美術館や神

奈川県立近代美術館の館長を歴任された山梨俊夫

氏に、美術史家の観点から贋作／偽物と真作／本物

についてお話いただく。続いて、本展監修もお願い

した田口かおり氏には《少女と白鳥》の科学分析結

果を中心にご報告いただく。最後に弁護士で弁護士

知財ネット理事の照井勝氏から、法の専門家の視点

でこの問題を語っていただく予定である。

展覧会と合わせてこのシンポジウムが、欺かれて

しまった自分たちへの戒めだけにとどまらず、芸術に

おける「贋作／偽物と真作／本物」をめぐる議論の

場になればと思う。

発表要旨2：

贋作をめぐって

山梨俊夫

真作は、作者その人が描いたもので、出来栄えは

別の問題となる。それに対して贋作は、一通りには括

れない。他人の作を意図的に真似る、画家育成の修

練として模写をする、作者を同定する鑑定に誤りが

生じる、複製技術の進展で真贋の見分けが難しい、

などの理由で真作ではない作品が生まれる。さらに

美術の基盤を歴史的に見れば、高名な作家（親方）

が率いる工房の分業体制で製作されながら親方の

名で作品が世に出る、真作と模倣のあいだに価値の

違いがほとんどない時代の作、といった真贋の境界

を曖昧にするさまざまな条件が見出される。しかし、

種々の状況で生まれた紛い物の作品が贋作として

扱われ、社会的な問題になるには、別の背景が大き

く作用している。この背景を大きく捉えてみれば、ふ

たつの要因に行き当たる。

ひとつは、19世紀西欧で育ってきた資本主義体制

のなかで、美術を対象にする市場経済が生まれたこ

と。市場では絵画や彫刻が作者の手から離れて独

立し市場の論理に委ねられて、商品として流通する

ようになったこと。

もうひとつは、近代社会の中で、芸術作品を創造

する作者のオリジナリティ=創造性、独異性が尊重

され重要な価値をもったこと。オリジナリティの価値

は現代でも強く信じられている。このことは芸術の

近代性と深く関わる。近代社会が形成されて、個人

が重視されるようになると、芸術のうえでも作者の個

性、その人でなければできないこと、その人らしさが

何よりも大事になる。他人の真似は退けられ、否定さ

れる。このオリジナリティの称揚が悪用されて贋作を

生む素地がつくり出される。そしてひとたび贋作が

市場に出れば、オリジナリティへの裏切りとして、同

時に詐欺的行為とし糾弾される。

このふたつの要件を背景にして、贋作は市場の論

理に乗って金銭に換えられ、社会問題となる。贋作

者、研究者の功名心、悪意ある画商の操作など、さ

らにいくつかの要素が絡むけれど、端的にいえば、

贋作は市場がつくるのである。

シンポジウムでは、こうした贋作の背景をなすふた

つの要件を中心に、国内外の過去の実例、筆者が遭

遇した事象を絡め、映像を交えた発表をした。

発表要旨3：

《少女と白鳥》を視る

田口かおり

本発表では、《少女と白鳥》の調査を実施した当事

者の立場から、真贋判定がどのような手順と判断の

積み重ねによって形づくられたのかを報告した。贋

作の検証は、様式的な「らしさ／らしくなさ」だけで

決着するものではない。画面上のモチーフの転用や

筆致、輪郭線や指先といった細部の不一致は重要

な手がかりとなるが、それらは過去の修復や古色づ

け、素材の経年変化、さらには鑑定者自身の先入観

によって揺らぎうる。形式分析の限界を踏まえつつ、

裏面に残された証拠物の検証、来歴の追跡、市場や

法的記録の照合、そして顔料分析をはじめとする科

学調査を重ね合わせることで、はじめて複数の証拠

が連関し、最終的な判断へと収斂していく。

《少女と白鳥》では、年代詐称の痕跡、来歴を偽装

するラベルやスタンプ、そして絵具に含まれる時代

錯誤的な成分という三点を主要な検証対象として調

査を実施した。古色づけなどの明確な年代偽装跡は

確 認されなかった一方 、裏 面には「 S a m m l u n g 

Flechtheim」と記された偽造ラベルや来歴を詐称

するスタンプが残されていた。さらに科学分析によ

り、チタニウムホワイトやフタロシアニン系顔料など、

1910年代の画家用材料として一般的ではない成分

が検出され、国外の先行事例とも整合する結果が得

られた。こうした複数の検証結果が相互に補強し合

うことで、本作をめぐる判断は物質的根拠に裏打ち

されたものとなった。

このようにして得られた結論を、展覧会というかた

ちでどのように提示するかが、「再考 《少女と白鳥》」

展におけるもう一つの重要な課題であった。展覧会

の焦点は、真贋をめぐる結論を示すことのみにはと

どまらず、そこに至る検証の過程と、作品上に残され

たさまざまな情報を来場者と共有し、再考の場を開

くことに置かれていた。制作、流通、保存修復の履歴

は、真贋を問わず、物質に刻まれる。そうした痕跡を

読み解くことは、作品そのものだけでなく、それを見

分け、扱い、位置づけてきた鑑定や保存、収蔵、展示

のあり方に目を向けることにもつながっていく。その

観点から本展では、物質性そのものに目を向ける比

較の場を設けた。実際に1910年頃に描かれた複数の

絵画作品と見比べながら、絵具層や支持体の構造や

組成に目を向けることは、私たちを「芸術作品とは何

か」という根源的な問いへと導く。贋作を収蔵した美

術館が、贋作について考えその検証過程を公開する

ことは、鑑賞者を含む私たち自身をこうした検証と比

較の過程に立ち会わせ、作品をめぐる物語を現在進

行形のものとして開いていく試みともいえるだろう。

寄稿：

「贋作」に関する法律問題

―主として著作権法の問題に関して

照井 勝（青山綜合法律事務所 弁護士）

１． はじめに

筆者は、2025年10月19日、高知県立美術館で開

催されたシンポジウム「美術館と贋作問題」（共催：

京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境

センター）に登壇する機会を得た。本稿は、当日筆者

が報告した際に、時間の制約上、詳細に説明するこ

とができなかった内容を補充するものである。

意外に感じられる方もいるかもしれないが、「盗

作」や「剽窃」と同様に、「贋作」という言葉は法律用

語ではない。そのため、日本の法令ではどこにも定義

もされていない。本稿では、「贋作」が主として著作

権法において、どのように評価されるのか、更には、

高知県立美術館が「贋作」である《少女と白鳥》を公

開し、今回のシンポジウムを開催した意義について

述べることとする。

２． 著作権法上の問題

法的に問題とされる「贋作」には、大きく分けて二

つのパターンがある。一つは、オリジナルの作品を基

にして 、それを可能な限り完 全に近い形で複 製

（デッドコピー）し、それを当該オリジナル作品その

ものとして販売等するパターンである。もう一つは、

オリジナルの作品自体は存在・現存しない又は行方

不明であることを奇貨として、当該作品の作家の作

風等を模倣しながら新たな作品を創作し、それを当

該作家の作品として販売等するパターンである。高

知県立美術館が1996年に購入した絵画《少女と白

鳥》は、後者に該当する。

（1） オリジナルの作品が存在する場合

この場合の著作権法上の取扱いは、比較的単純

である。著作権法に基づき、著作者は、創作と同時

に著作権と著作者人格権を有することになる（著作

権法17条）(1)。美術業界の慣習により、作品そのもの

の所有権が転売等されたとしても、一度発生した著

作権は著作者である作家に帰属したままとなるのが

通常である。そのため、作品を複製（コピー）する「贋

作」は、通常、著作者が保有する複製権（著作権法

21条）(2)を侵害することになる。後にも述べるように、

著作権法という法律は、著作者の許諾を得ずに著作

物を利用することを原則として禁止する法律である。

いわずもがなではあるが、著作者が自らのオリジナ

ル作品を複製する贋作の制作を許諾することはあり

得ないだろう。ゆえに著作者は、「贋作」の作者に対

し、複製権侵害を理由として「贋作」の廃棄等の処

分を求める差止請求権、更には「贋作」の販売等によ

り生じた利益を損害賠償請求として求める権利を有

することになる。

なお、著作権侵害の責任を問いうるのは、著作権

が“生きている”ことが前提である。何故なら、著作権

は永遠に保護されるものではなく、保護期間という

一定の期間に限って保護されるためである。これは日

本だけでなく、期間の幅に差があるものの世界中の

著作権法が採用しているルールといって過言ではな

い。この点、日本の著作権法は暦年主義という考え方

を採用しており、創作の時から著作権法に基づく保

護が開始し、原則として著作者の死後、正確には亡く

なった年の翌年の1月1日から起算して、70年の間は

保護されることとなっている（著作権法51条）(3)。「贋

作」の基となったオリジナル作品が歴史的名画の場

合、著作者が既に物故している場合が少なくない。

では、その著作者の遺族は、「贋作」の作者に対し

て、著作権法に基づき一切の責任追及が不可能に

なるのであろうか。実は、一定の場合には保護が与え

られている。著作者の死後においても、著作者が存

しているとしたならばその著作者人格権の侵害とな

るべき行為がなされた場合、遺族は、差止請求、損害

賠償請求等をすることができる（著作権法116条及

び同60条）(4)。著作者は創作と同時に氏名表示権

（著作権法19条）などの著作者人格権を有する（著

作権法17条2項）が、当該人格権は一身専属的なも

のである。より端的に言えば、著作者固有の権利で

あり、その死去と共に消滅するというのが日本の著

作権法の原則である（著作権法59条）(5)。遺族に与

えられた上記権利は、当該原則の例外を成す救済

手段である。

ところで、「贋作」自体に著作権は生じないだろう

か。最終的な判断は事案毎に異なるものではあるも

のの、著作権が発生する場合は稀であろう。何故な

ら、「贋作」の作者は、販売等により何らかの利益の

取得を企図するのが通常であり、そのためには可能

な限りオリジナルの作品に似せてコピーする必要が

ある。つまり、オリジナルに似せれば似せるほど、必

然的に「贋作」そのものは創作性を有していないとい

う結論に近づくことになる。なお、如何なる場合に創

作性を有するのか、それによって著作権が生じるの

かという問題は、それ自体が深淵かつ難渋を極める

テーマであることもあり、本稿では直接取り扱わな

いこととする(6)。

（2） オリジナルが存在しない場合

より複雑な法律上の問題を提起するのは、オリジ

ナルが存在しない場合である。「贋作」がオリジナル

のコピーではない以上、オリジナルの著作者が上記

の複製権を主張することはできない。また、美術関

係の方々にとっては悩ましい結論であると想像する

が、作風や画風は著作権法によって保護される対象

とはされていない。そのため作風や画風が類似して

いたとしても、そのことをもって著作権侵害の責任を

問うことはできない。この結論は古くから裁判例に

よって認められており、学説においても広く支持され

てきたが、近時、文化庁により公表された見解におい

ても認められている(7)。倫理上の問題はさておき、著

作権法上は「贋作」自体がオリジナルの著作物とい

うことになる。

では、このような場合において、著作権法上は何ら

の手当てもなされていないのであろうか。作品に著作

者名が詐称されて使用された場合、刑事罰が科され

ると規定されている（著作権法121条）(8)が、これは

あくまでも刑事罰である。すなわち、国家により罰金

等が科されるに留まり、「贋作」の被害者である作家

自身には差止請求権や損害賠償請求権などの著作

権法上の救済手段は与えられていないのである(9)。

高知県立美術館が購入した絵画《少女と白鳥》の

場合は、ヴォルフガング・ベルトラッキが創作し、同

氏が著作者であり、（譲渡等の行為がなされていな

い限り）同氏が著作権を有していることになる。ここ

で我々は難問に直面することになる。それはまさしく

「再考《少女と白鳥》」の展覧会を開催するにあたっ

て、主催者である高知県立美術館の関係者が直面

し、かつ乗り越えた問題であると想像する。

複製権の箇所で述べたとおり、著作権法という法

律は、著作者の許諾を得ずに著作物を利用すること

は原則として禁止する法律である。では、「贋作」に

著作権が発生する場合、当該「贋作」を購入した美

術館等は、「贋作」の著作者の許諾を得ない限り、作

品を公表することはできないのであろうか。論点が

多岐に亘るため、ここでは「公表」と「引用」に焦点を

当てて論ずることとする。

「公表」は著作者人格権の一つである公表権の対

象となるものであるが、作品の譲渡等の処分がなさ

れた場合、公表に関して同意の推定があったと規定

されている（著作権法18条2項2号）。そのため、「贋

作」を購入した美術館等が「公表」に際して「贋作」

の著作者から同意を得ることは不要である。

では、「贋作」の写真や画像をパンフレットやウェ

ブサイト、更には画集等に「引用」することはどう考

えるべきであろうか。あらゆる原則に例外がある。著

作権法もその例外ではない。無許諾による利用を認

める制限規定の中核を占めるのが「引用」（著作権

法32条1項）に関する規定である。

著作権法32条1項の文言は、下記のとおりである。

「公表された著作物は、引用して利用することがで

きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他

の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので

なければならない。」

現行著作権法の根幹を成す規定は、1970年に成

立したものである。著作権法32条もその一つであ

り、当時の立法の文言がシンプルかつ抽象的なのは

否めない。そのため、「引用」に該当するか否かの判

断に関しては、裁判所による一種の法創造、それも

最高裁判所等の上級審により定立された規範が何

よりも重視される傾向にある。この点、実務において

は、昭和55年3月28日、マッド・アマノ事件において

最高裁判所により判示された規範が長きに亘り判断

基準として機能してきた。具体的には、①「引用して

利用する側の著作物と、引用されて利用される側の

著作物とを明瞭に区別して認識することができ」る

こと（明瞭区分性）、かつ②「両著作物の間に前者が

主、後者が従の関係があると認められる場合」（主従

関係）であることが必要であるとされてきた。筆者の

知る限り、当該基準は美術館等で著作物を「引用」

する際にも重視され、かつ現在でも当該基準に従っ

て判断される傾向にある。

しかしながら、当該判断基準は、上記著作権法32

条の文言に合致するものではない。のみならず、マッ

ド・アマノ事件で適用が問題となったのは、1970年

まで施行されていた旧著作権法であり、現行著作権

法に関して判断された判例ではない。少なくとも平

成22年10月13日、絵画鑑定証書事件において知的

財産高等裁判所により新たな基準が採用されて以

降、裁判所においてマッド・アマノ事件の判断基準

がそのまま採用されることはなくなっている。では、

新たな判断基準はどのような内容であろうか。それ

は条文の文言を手掛かりとして、利用の目的、その方

法・態様、利用される著作物の種類・性質、当該著作

物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を総合

考慮しようとする基準である。すなわち、上記マッド・

アマノ事件の①明瞭区分性及び②主従関係という

形式的な判断基準は、最早変容されたと評価でき

る。筆者が思うに、これは美術業界にとって朗報では

なかろうか。とりわけ②主従関係の存在は、「引用」

規定の適用範囲を極めて制限するものであった(10)。

無論、著作権者の側からすると「引用」の適用範囲が

広がるということは、自らの許諾なく著作物が利用さ

れることを意味する。そのため、かかる新基準に反対

あるいは異論があったとしても不思議ではない。し

かしながら、あらゆる創作物は“無”から生じるもの

ではない。著作者が血の滲むような努力をして創作

された作品も、決して著作者が全てをゼロから創作

したものではない。芸術作品の著作者は、その創作

過程を通して彼方を見渡すことができるかもしれな

い。だがそれは、偉大な、場合によっては名もなき先

人たちという巨人の肩に乗っていることの恩恵に他

ならない。ここで筆者が強調したいのは、誰しもが

「引用」という恩恵を蒙っていることを忘れてはいけ

ないということである。何よりも大事なことは如何に

バランスを図るかということであり、いみじくもそれ

は著作権法がその目的とするところに他ならない。

著作権法の目的を規定する1条は、下記のとおりで

ある。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送
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及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接

する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ

て文化の発展に寄与することを目的とする。」

つまり、①著作者等の権利の保護と②引用等の

公正な利用の間のバランスを取り、もって③文化の

発展に寄与することを目的としているのである。著作

権法の究極の目的は、③文化の発展への寄与であ

り、その目的のために①著作者等の権利の保護も図

られているのである。このことは、美術業界に従事す

る方々に是非とも留意してもらいたい点である。筆者

の意見では、この20、30年で日本は過剰なまでに“コ

ンプライアンス”という言葉を尊重する社会となっ

た。決して誤解してもらいたくはないが、違法なこと、

不当なことを許容すべきというのではない。ただ、“コ

ンプライアンス”という言葉が独り歩きすることによ

り、思考が停止してしまう虞がないか、それによって

失われている価値がないかということによくよく目を

向けてもらいたいのである。例えば、「引用」の文言

が曖昧であるために、その適用を躊躇することに

よって、「文化の発展に寄与」する機会を喪失するこ

とにならないだろうか。上記のとおり、「引用」を定め

る著作権法32条1項は、「公正な慣行に合致するも

の」であることを求めている。では、「公正な慣行」を

確立し、維持していくのは誰であろうか。筆者は、そ

れは美術館を訪れる一般人だけでなく、美術業界

に従事する全ての者であると確信している。

3． 結びに

萎縮が蔓延する現代の日本社会において、高知県

立美術館が今回の展示、更には一連のシンポジウム

を企画・実施するに際しては、筆者の想像する以上

に様々な困難があったはずである。そんな困難の一

つ一つを乗り越え、のみならず京都大学准教授・田

口かおり氏による一連の調査活動を広く公開し、展

覧会で無料配布した冊子をウェブ上で公開するとい

う英断に心から最大限の賛辞を贈りたい。これこそ

まさに「公正な慣行に合致」し、「文化の発展に寄与」

するものに他ならないからだ。

(10) なお、上記①明瞭区分性及び②主従関係は、引き続き一つの要素として考慮される傾向にある。すなわち、新たな基準においても全く
考慮されないということではなく、この２つの存否だけで画一的・形式的に判断されることがなくなったということである。



高知県立美術館では『特別展示・調査報告　再

考《少女と白鳥》　贋作を持つ美術館で贋作につい

て考える』の会期最終日に下記のシンポジウムを開

催した。ここでは登壇者の発表要旨（安田・田口・山

梨）を掲載するとともに、時間の制約で内容の割愛

が多かった発表（照井）を補填する寄稿を掲載する。

シンポジウム「美術館と贋作問題」

日時： 2025年10月19日（日）13:00～16:15

会場： 高知県立美術館 展示室D

主催： 高知県立美術館

共催： 京都大学大学院人間・環境学研究科附属

学術越境センター

登壇者： 安田篤生（高知県立美術館館長）

 田口かおり（修復家・京都大学准教授）

 山梨俊夫（元・国立国際美術館館長、一般

社団法人全国美術館会議事務局長）

 照井勝（弁護士、弁護士知財ネット理事）

発表要旨1：

経緯の報告と本日の主旨について

安田篤生

まずは当事者である高知県立美術館の代表とし

て、この件の経緯を簡単にご説明したい。

1993年に開館した高知県立美術館では作品収集

方針の一つに「表現主義及び新表現主義（ニュー・

ペインティング）の作品」を掲げている。そのうち「ド

イツ表現主義」に関してはヴァシリー・カンディンス

キー、パウル・クレー、マックス・ペヒシュタインらの

作品を収集してきたが、この方針に沿って1996年、

ハインリヒ・カンペンドンク（1889-1957）による1919

年の作品として《少女と白鳥》を購入した。当時集め

られる資料や情報ではカンペンドンクの作品と信じ

うるものだったのために購入に踏み切ったのだが、

2024年6月になって、ドイツの贋作画家ヴォルフガン

グ・ベルトラッキ（1951-）がカンペンドンクと偽って

描いたものではないかという情報が寄せらた（ベル

トラッキは2010年にドイツで逮捕され5年間服役し、

現在は社会復帰している）。

当館ではただちにこのことを公表するとともに、あ

らためて真贋についての詳細な調査を行った。ベル

リン警察から提供されたベルトラッキの贋作制作に

関する詳細な情報に加え、田口かおり氏（修復家・京

都大学准教授）をはじめとする専門家・機関による科

学調査を経て、《少女と白鳥》が贋作であるとの結論

に至り、2025年3月にその旨を発表した次第である。

このたび開催した「再考《少女と白鳥》　贋作を持

つ美術館で贋作について考える」展は、そのような経

緯と調査の内容をみなさまにご覧いただけるように

するとともに、今昔および東西を問わず《贋作》が生

み出され続け、われわれ美術専門家も欺かれるとい

う歴史と事実をあらためて考え直したいという思い

から実施したものである。

本日のシンポジウムではまず、一般社団法人全国

美術館会議事務局長であり、国立国際美術館や神

奈川県立近代美術館の館長を歴任された山梨俊夫

氏に、美術史家の観点から贋作／偽物と真作／本物

についてお話いただく。続いて、本展監修もお願い

した田口かおり氏には《少女と白鳥》の科学分析結

果を中心にご報告いただく。最後に弁護士で弁護士

知財ネット理事の照井勝氏から、法の専門家の視点

でこの問題を語っていただく予定である。

展覧会と合わせてこのシンポジウムが、欺かれて

しまった自分たちへの戒めだけにとどまらず、芸術に

おける「贋作／偽物と真作／本物」をめぐる議論の

場になればと思う。

発表要旨2：

贋作をめぐって

山梨俊夫

真作は、作者その人が描いたもので、出来栄えは

別の問題となる。それに対して贋作は、一通りには括

れない。他人の作を意図的に真似る、画家育成の修

練として模写をする、作者を同定する鑑定に誤りが

生じる、複製技術の進展で真贋の見分けが難しい、

などの理由で真作ではない作品が生まれる。さらに

美術の基盤を歴史的に見れば、高名な作家（親方）

が率いる工房の分業体制で製作されながら親方の

名で作品が世に出る、真作と模倣のあいだに価値の

違いがほとんどない時代の作、といった真贋の境界

を曖昧にするさまざまな条件が見出される。しかし、

種々の状況で生まれた紛い物の作品が贋作として

扱われ、社会的な問題になるには、別の背景が大き

く作用している。この背景を大きく捉えてみれば、ふ

たつの要因に行き当たる。

ひとつは、19世紀西欧で育ってきた資本主義体制

のなかで、美術を対象にする市場経済が生まれたこ

と。市場では絵画や彫刻が作者の手から離れて独

立し市場の論理に委ねられて、商品として流通する

ようになったこと。

もうひとつは、近代社会の中で、芸術作品を創造

する作者のオリジナリティ=創造性、独異性が尊重

され重要な価値をもったこと。オリジナリティの価値

は現代でも強く信じられている。このことは芸術の

近代性と深く関わる。近代社会が形成されて、個人

が重視されるようになると、芸術のうえでも作者の個

性、その人でなければできないこと、その人らしさが

何よりも大事になる。他人の真似は退けられ、否定さ

れる。このオリジナリティの称揚が悪用されて贋作を

生む素地がつくり出される。そしてひとたび贋作が

市場に出れば、オリジナリティへの裏切りとして、同

時に詐欺的行為とし糾弾される。

このふたつの要件を背景にして、贋作は市場の論

理に乗って金銭に換えられ、社会問題となる。贋作

者、研究者の功名心、悪意ある画商の操作など、さ

らにいくつかの要素が絡むけれど、端的にいえば、

贋作は市場がつくるのである。

シンポジウムでは、こうした贋作の背景をなすふた

つの要件を中心に、国内外の過去の実例、筆者が遭

遇した事象を絡め、映像を交えた発表をした。

発表要旨3：

《少女と白鳥》を視る

田口かおり

本発表では、《少女と白鳥》の調査を実施した当事

者の立場から、真贋判定がどのような手順と判断の

積み重ねによって形づくられたのかを報告した。贋

作の検証は、様式的な「らしさ／らしくなさ」だけで

決着するものではない。画面上のモチーフの転用や

筆致、輪郭線や指先といった細部の不一致は重要

な手がかりとなるが、それらは過去の修復や古色づ

け、素材の経年変化、さらには鑑定者自身の先入観

によって揺らぎうる。形式分析の限界を踏まえつつ、

裏面に残された証拠物の検証、来歴の追跡、市場や

法的記録の照合、そして顔料分析をはじめとする科

学調査を重ね合わせることで、はじめて複数の証拠

が連関し、最終的な判断へと収斂していく。

《少女と白鳥》では、年代詐称の痕跡、来歴を偽装

するラベルやスタンプ、そして絵具に含まれる時代

錯誤的な成分という三点を主要な検証対象として調

査を実施した。古色づけなどの明確な年代偽装跡は

確 認されなかった一方 、裏 面には「 S a m m l u n g 

Flechtheim」と記された偽造ラベルや来歴を詐称

するスタンプが残されていた。さらに科学分析によ

り、チタニウムホワイトやフタロシアニン系顔料など、

1910年代の画家用材料として一般的ではない成分

が検出され、国外の先行事例とも整合する結果が得

られた。こうした複数の検証結果が相互に補強し合

うことで、本作をめぐる判断は物質的根拠に裏打ち

されたものとなった。

このようにして得られた結論を、展覧会というかた

ちでどのように提示するかが、「再考 《少女と白鳥》」

展におけるもう一つの重要な課題であった。展覧会

の焦点は、真贋をめぐる結論を示すことのみにはと

どまらず、そこに至る検証の過程と、作品上に残され

たさまざまな情報を来場者と共有し、再考の場を開

くことに置かれていた。制作、流通、保存修復の履歴

は、真贋を問わず、物質に刻まれる。そうした痕跡を

読み解くことは、作品そのものだけでなく、それを見

分け、扱い、位置づけてきた鑑定や保存、収蔵、展示

のあり方に目を向けることにもつながっていく。その

観点から本展では、物質性そのものに目を向ける比

較の場を設けた。実際に1910年頃に描かれた複数の

絵画作品と見比べながら、絵具層や支持体の構造や

組成に目を向けることは、私たちを「芸術作品とは何

か」という根源的な問いへと導く。贋作を収蔵した美

術館が、贋作について考えその検証過程を公開する

ことは、鑑賞者を含む私たち自身をこうした検証と比

較の過程に立ち会わせ、作品をめぐる物語を現在進

行形のものとして開いていく試みともいえるだろう。

寄稿：

「贋作」に関する法律問題

―主として著作権法の問題に関して

照井 勝（青山綜合法律事務所 弁護士）

１． はじめに

筆者は、2025年10月19日、高知県立美術館で開

催されたシンポジウム「美術館と贋作問題」（共催：

京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境

センター）に登壇する機会を得た。本稿は、当日筆者

が報告した際に、時間の制約上、詳細に説明するこ

とができなかった内容を補充するものである。

意外に感じられる方もいるかもしれないが、「盗

作」や「剽窃」と同様に、「贋作」という言葉は法律用

語ではない。そのため、日本の法令ではどこにも定義

もされていない。本稿では、「贋作」が主として著作

権法において、どのように評価されるのか、更には、

高知県立美術館が「贋作」である《少女と白鳥》を公

開し、今回のシンポジウムを開催した意義について

述べることとする。

２． 著作権法上の問題

法的に問題とされる「贋作」には、大きく分けて二

つのパターンがある。一つは、オリジナルの作品を基

にして 、それを可能な限り完 全に近い形で複 製

（デッドコピー）し、それを当該オリジナル作品その

ものとして販売等するパターンである。もう一つは、

オリジナルの作品自体は存在・現存しない又は行方

不明であることを奇貨として、当該作品の作家の作

風等を模倣しながら新たな作品を創作し、それを当

該作家の作品として販売等するパターンである。高

知県立美術館が1996年に購入した絵画《少女と白

鳥》は、後者に該当する。

（1） オリジナルの作品が存在する場合

この場合の著作権法上の取扱いは、比較的単純

である。著作権法に基づき、著作者は、創作と同時

に著作権と著作者人格権を有することになる（著作

権法17条）(1)。美術業界の慣習により、作品そのもの

の所有権が転売等されたとしても、一度発生した著

作権は著作者である作家に帰属したままとなるのが

通常である。そのため、作品を複製（コピー）する「贋

作」は、通常、著作者が保有する複製権（著作権法

21条）(2)を侵害することになる。後にも述べるように、

著作権法という法律は、著作者の許諾を得ずに著作

物を利用することを原則として禁止する法律である。

いわずもがなではあるが、著作者が自らのオリジナ

ル作品を複製する贋作の制作を許諾することはあり

得ないだろう。ゆえに著作者は、「贋作」の作者に対

し、複製権侵害を理由として「贋作」の廃棄等の処

分を求める差止請求権、更には「贋作」の販売等によ

り生じた利益を損害賠償請求として求める権利を有

することになる。

なお、著作権侵害の責任を問いうるのは、著作権

が“生きている”ことが前提である。何故なら、著作権

は永遠に保護されるものではなく、保護期間という

一定の期間に限って保護されるためである。これは日

本だけでなく、期間の幅に差があるものの世界中の

著作権法が採用しているルールといって過言ではな

い。この点、日本の著作権法は暦年主義という考え方

を採用しており、創作の時から著作権法に基づく保

護が開始し、原則として著作者の死後、正確には亡く

なった年の翌年の1月1日から起算して、70年の間は

保護されることとなっている（著作権法51条）(3)。「贋

作」の基となったオリジナル作品が歴史的名画の場

合、著作者が既に物故している場合が少なくない。

では、その著作者の遺族は、「贋作」の作者に対し

て、著作権法に基づき一切の責任追及が不可能に

なるのであろうか。実は、一定の場合には保護が与え

られている。著作者の死後においても、著作者が存

しているとしたならばその著作者人格権の侵害とな

るべき行為がなされた場合、遺族は、差止請求、損害

賠償請求等をすることができる（著作権法116条及

び同60条）(4)。著作者は創作と同時に氏名表示権

（著作権法19条）などの著作者人格権を有する（著

作権法17条2項）が、当該人格権は一身専属的なも

のである。より端的に言えば、著作者固有の権利で

あり、その死去と共に消滅するというのが日本の著

作権法の原則である（著作権法59条）(5)。遺族に与

えられた上記権利は、当該原則の例外を成す救済

手段である。

ところで、「贋作」自体に著作権は生じないだろう

か。最終的な判断は事案毎に異なるものではあるも

のの、著作権が発生する場合は稀であろう。何故な

ら、「贋作」の作者は、販売等により何らかの利益の

取得を企図するのが通常であり、そのためには可能

な限りオリジナルの作品に似せてコピーする必要が

ある。つまり、オリジナルに似せれば似せるほど、必

然的に「贋作」そのものは創作性を有していないとい

う結論に近づくことになる。なお、如何なる場合に創

作性を有するのか、それによって著作権が生じるの

かという問題は、それ自体が深淵かつ難渋を極める

テーマであることもあり、本稿では直接取り扱わな

いこととする(6)。

（2） オリジナルが存在しない場合

より複雑な法律上の問題を提起するのは、オリジ

ナルが存在しない場合である。「贋作」がオリジナル

のコピーではない以上、オリジナルの著作者が上記

の複製権を主張することはできない。また、美術関

係の方々にとっては悩ましい結論であると想像する

が、作風や画風は著作権法によって保護される対象

とはされていない。そのため作風や画風が類似して

いたとしても、そのことをもって著作権侵害の責任を

問うことはできない。この結論は古くから裁判例に

よって認められており、学説においても広く支持され

てきたが、近時、文化庁により公表された見解におい

ても認められている(7)。倫理上の問題はさておき、著

作権法上は「贋作」自体がオリジナルの著作物とい

うことになる。

では、このような場合において、著作権法上は何ら

の手当てもなされていないのであろうか。作品に著作

者名が詐称されて使用された場合、刑事罰が科され

ると規定されている（著作権法121条）(8)が、これは

あくまでも刑事罰である。すなわち、国家により罰金

等が科されるに留まり、「贋作」の被害者である作家

自身には差止請求権や損害賠償請求権などの著作

権法上の救済手段は与えられていないのである(9)。

高知県立美術館が購入した絵画《少女と白鳥》の

場合は、ヴォルフガング・ベルトラッキが創作し、同

氏が著作者であり、（譲渡等の行為がなされていな

い限り）同氏が著作権を有していることになる。ここ

で我々は難問に直面することになる。それはまさしく

「再考《少女と白鳥》」の展覧会を開催するにあたっ

て、主催者である高知県立美術館の関係者が直面

し、かつ乗り越えた問題であると想像する。

複製権の箇所で述べたとおり、著作権法という法

律は、著作者の許諾を得ずに著作物を利用すること

は原則として禁止する法律である。では、「贋作」に

著作権が発生する場合、当該「贋作」を購入した美

術館等は、「贋作」の著作者の許諾を得ない限り、作

品を公表することはできないのであろうか。論点が

多岐に亘るため、ここでは「公表」と「引用」に焦点を

当てて論ずることとする。

「公表」は著作者人格権の一つである公表権の対

象となるものであるが、作品の譲渡等の処分がなさ

れた場合、公表に関して同意の推定があったと規定

されている（著作権法18条2項2号）。そのため、「贋

作」を購入した美術館等が「公表」に際して「贋作」

の著作者から同意を得ることは不要である。

では、「贋作」の写真や画像をパンフレットやウェ

ブサイト、更には画集等に「引用」することはどう考

えるべきであろうか。あらゆる原則に例外がある。著

作権法もその例外ではない。無許諾による利用を認

める制限規定の中核を占めるのが「引用」（著作権

法32条1項）に関する規定である。

著作権法32条1項の文言は、下記のとおりである。

「公表された著作物は、引用して利用することがで

きる。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他

の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので

なければならない。」

現行著作権法の根幹を成す規定は、1970年に成

立したものである。著作権法32条もその一つであ

り、当時の立法の文言がシンプルかつ抽象的なのは

否めない。そのため、「引用」に該当するか否かの判

断に関しては、裁判所による一種の法創造、それも

最高裁判所等の上級審により定立された規範が何

よりも重視される傾向にある。この点、実務において

は、昭和55年3月28日、マッド・アマノ事件において

最高裁判所により判示された規範が長きに亘り判断

基準として機能してきた。具体的には、①「引用して

利用する側の著作物と、引用されて利用される側の

著作物とを明瞭に区別して認識することができ」る

こと（明瞭区分性）、かつ②「両著作物の間に前者が

主、後者が従の関係があると認められる場合」（主従

関係）であることが必要であるとされてきた。筆者の

知る限り、当該基準は美術館等で著作物を「引用」

する際にも重視され、かつ現在でも当該基準に従っ

て判断される傾向にある。

しかしながら、当該判断基準は、上記著作権法32

条の文言に合致するものではない。のみならず、マッ

ド・アマノ事件で適用が問題となったのは、1970年

まで施行されていた旧著作権法であり、現行著作権

法に関して判断された判例ではない。少なくとも平

成22年10月13日、絵画鑑定証書事件において知的

財産高等裁判所により新たな基準が採用されて以

降、裁判所においてマッド・アマノ事件の判断基準

がそのまま採用されることはなくなっている。では、

新たな判断基準はどのような内容であろうか。それ

は条文の文言を手掛かりとして、利用の目的、その方

法・態様、利用される著作物の種類・性質、当該著作

物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を総合

考慮しようとする基準である。すなわち、上記マッド・

アマノ事件の①明瞭区分性及び②主従関係という

形式的な判断基準は、最早変容されたと評価でき

る。筆者が思うに、これは美術業界にとって朗報では

なかろうか。とりわけ②主従関係の存在は、「引用」

規定の適用範囲を極めて制限するものであった(10)。

無論、著作権者の側からすると「引用」の適用範囲が

広がるということは、自らの許諾なく著作物が利用さ

れることを意味する。そのため、かかる新基準に反対

あるいは異論があったとしても不思議ではない。し

かしながら、あらゆる創作物は“無”から生じるもの

ではない。著作者が血の滲むような努力をして創作

された作品も、決して著作者が全てをゼロから創作

したものではない。芸術作品の著作者は、その創作

過程を通して彼方を見渡すことができるかもしれな

い。だがそれは、偉大な、場合によっては名もなき先

人たちという巨人の肩に乗っていることの恩恵に他

ならない。ここで筆者が強調したいのは、誰しもが

「引用」という恩恵を蒙っていることを忘れてはいけ

ないということである。何よりも大事なことは如何に

バランスを図るかということであり、いみじくもそれ

は著作権法がその目的とするところに他ならない。

著作権法の目的を規定する1条は、下記のとおりで

ある。

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送
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及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接

する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用

に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつ

て文化の発展に寄与することを目的とする。」

つまり、①著作者等の権利の保護と②引用等の

公正な利用の間のバランスを取り、もって③文化の

発展に寄与することを目的としているのである。著作

権法の究極の目的は、③文化の発展への寄与であ

り、その目的のために①著作者等の権利の保護も図

られているのである。このことは、美術業界に従事す

る方々に是非とも留意してもらいたい点である。筆者

の意見では、この20、30年で日本は過剰なまでに“コ

ンプライアンス”という言葉を尊重する社会となっ

た。決して誤解してもらいたくはないが、違法なこと、

不当なことを許容すべきというのではない。ただ、“コ

ンプライアンス”という言葉が独り歩きすることによ

り、思考が停止してしまう虞がないか、それによって

失われている価値がないかということによくよく目を

向けてもらいたいのである。例えば、「引用」の文言

が曖昧であるために、その適用を躊躇することに

よって、「文化の発展に寄与」する機会を喪失するこ

とにならないだろうか。上記のとおり、「引用」を定め

る著作権法32条1項は、「公正な慣行に合致するも

の」であることを求めている。では、「公正な慣行」を

確立し、維持していくのは誰であろうか。筆者は、そ

れは美術館を訪れる一般人だけでなく、美術業界

に従事する全ての者であると確信している。

3． 結びに

萎縮が蔓延する現代の日本社会において、高知県

立美術館が今回の展示、更には一連のシンポジウム

を企画・実施するに際しては、筆者の想像する以上

に様々な困難があったはずである。そんな困難の一

つ一つを乗り越え、のみならず京都大学准教授・田

口かおり氏による一連の調査活動を広く公開し、展

覧会で無料配布した冊子をウェブ上で公開するとい

う英断に心から最大限の賛辞を贈りたい。これこそ

まさに「公正な慣行に合致」し、「文化の発展に寄与」

するものに他ならないからだ。


